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「奥尻震災」となった北海道南西沖地震

北海道南西沖の日本海で、 1993年 7月12日夜の

目時17分に大きな地震と津波が発生し、奥尻島や

渡島半島などが甚大な被害を受けた。地震の規模

はM7.Bである。地震と津波による被害は北海道を

中心に死者団O人（うち青森県 1人）、行方不明白

人、重傷39人、軽傷197人、全壊家屋558棟、半壊

家屋247棟、漁船被害約l.600隻、道路被害711か所、

がけ崩れ14か所などである。沈没流出など津波に

よる船舶被害は島根県まで及んだ。渡島半島で地

盤の弱い所は道路などに大きな被害を受けた。ロ

シア極東や韓国の東海岸に 1～ 5mの津波が押し

寄せ、漁船などに被害がでた。

人口4.700人の奥尻島には強いゆれ、津波、火災、

土砂崩れの災害が集中した。島南端の青苗地区で

は津波によって多数の人と、 504戸のうち385戸が

流された。さらにプロパンガスボンベや家庭用灯

油タンクが火災を拡大し、 104戸、約 5万円げが焼失

した。焼失部分の約半分は津波を免れた区域であ

る。奥尻地区では地震と同時に裏山の山崩れでホ

テルが埋没し、 37人の犠牲者がでた。島北部の稲

穂地区では約70戸の家が津波にさらわれ、集落が

消えた。死者 ・行方不明者は奥尻島だけで全体の

86%にあたる。今回の地震は「奥尻震災jをもた

らしたといって過言ではない。

北海道南西沖地震は1983年日本海中部地震 CM

7. 7) と1940年積丹半島沖地震 CM7.5）の震源域

の聞の空白域を埋めるように発生した。 一清はユ

ーラシアプレートと北アメリ力プレートの境界に

あたり、間プレートの衝突が一連の地震の原因で

ある。規模やメカニズムに関しては日本海中部地

震とよく似る。断層運動に伴った地殻変動により、

奥尻島は20cmからBOcmも沈降し、島の南西岸にあ

る浅瀬の千畳浜は水没した。

津波は奥尻島でもっとも高く、日本海沿岸の各

地に及んだ。遡上高は瀬棚で6.2m、大成で6.6m、

江差で2.7m、奥尻島では稲穂地区でB.5m、奥尻

地区で3.5m、初松前地区で16目am、青苗地区の浸

7｝く高は6.7mで、あった。島西岸の藻内地区では、急

傾斜な沢の入口で23.2m、沢の奥で30.6mの遡上

高を記録した。島の全体では、西側で高く平均で

llm、島の東側で低く平均で 5mである。津波第

l i皮の到達時聞は早いところで4分ぐらいで‘あっ

た。青苗地区は日本海中部地震のときに 3～ 7m

の津波によって大きな被害を受けた。それから叩

年を経て再び大津波に襲われたことになる。高い

津波の来襲という災害の必須要因があった一方

で、災害の拡大要因があったことも見逃せない。

それは多くの住宅が海辺に建てられていたことで

ある。

直前の前兆現象は手薄だった観測網に捕らえら

れていなし1。奥尻島西海岸の神威脇の町営温泉保

養所では、発生の約 1週間前から温泉の透明度が

上がり、湯温が通常より著しく上昇した。島北端

の稲穂地区では、地震発生の lか月前から山ねず

みが家の中や路上に出没するようになったが、地

震後ぷっつり姿を見せなくなった。地震の前に動

物が異常な行動をしたり、地下水が異常な変化を

するといった現象は昔より知られており、中国で

は「宏観現象Jと呼ばれている。

北海道南西沖地震の地震学的な特徴は、地震活

動の低い地域で規模の大きな地震が大地震の空白

域を埋めるように発生したこと、それに伴って大

津波が発生したことである。被害の特徴は、犠牲

者の数に関して過去45年間に日本で最多であるこ

と、強い地震動、津波、火災、山崩れなどによる

災害が奥尻島に集中し、「奥尻震災Jが発生したこ

とである。地震と津波の怖さをまざまざと見せつ

け、「ゆれたらすぐ火の始末J「低地に住むな」「強

いゆれを感じたらすぐ高台へ」という災害軽減に

向けた教訓を改めて認識させた。

92年12月に発生したインドネシア・フローレス

島地震による津波はパビ島を襲い、人口1.000人の

村から750人もの犠牲者をだした。その村は砂浜の

上にあった。このパビ島と奥尻島の津波災害は海



奥尻島青苗の地震前と後（左：昭和日年 6月29日、右：平成5年 7月可4日撮影）⑥国土地理院

岸の低地に居住することの危険性を指摘したとい

う点で共通しており、似通った場所に住む人々へ

の警鐘でもある。津波の恐さを忘れないためにも、

ここまで津波がきたという標識を島の随所に残し

て欲しい。

津波の進む速さは海の深さで決まり、深いほど

速い。奥尻島沖の水深2.ooomの所で速さは毎秒

14Dm （時速51Okm）である。地震発生から 4分後

には津波が島へ来襲した。海岸での津波の速さは

実測されていないが、これまでの例では毎秒数m
程度である。速い津波から逃れるのはまさに時間

との競争である。奥尻島では10年前の津波の記憶

が鮮明に残っており、ほとんどの住民は強いゆれ

から大津波の来襲を直感し高台へ逃れた。こうし

た危険は、大地震の発生が懸念されている東海地

域でもあり得る。駿河湾が震源域となるため、津

波は沼津などの沿岸に数分で到達するとみられる

からである。「奥尻震災」を「対岸の火事」としな

いことが望まれる。 ＠以外の写真は筆者撮影

（東京大学地震研究所教授：阿部勝征）

北海道南西沖地震奥尻島津波調査
測定日： 1993年7月22日より24日

東京大学地震研究所
阿部勝征
吉田康宏
井 出哲

しームー」
2km 
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奥尻島青苗。地震の翌日に撮影。火災で焼けた所が黒〈写っている。海側は津波で家屋などが流失した。
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奥尻島奥尻港。裏山が崩れ、 j羊々荘を押し
潰した。ツアー客など37人が犠牲になっ

た⑥読売新聞社

地震で陥没しスタスクになった国道 5号線
（長万部町）⑥読売新聞社

北海道駒ヶ岳南山麓地域にある森町赤井川 ・駒ヶ岳地区では、液状化の

ため家が沈んだり、噴砂現象があちこちに見られた。⑥森町役場
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奥尻島藻内付近。島の西側では平均llmの津波が押し害
われた草が枯れており、電線にと IJ残された草が高さ毛

2盟主主
奥尻島藻内地区の北。津波は斜面をはい上がり、手前の所で23.2mを記
録した。その津波は左手の沢の奥まで遡上し、長高31mに達した。
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リスクコストの理解

組織 （企業、地方自治体等）はリスク処理のためにどのくら

いのコストを投入しているのであろうか。 リスク処理は事前

的 ・事後的な方法から成るが、そのためのコストをリスクコス

ト （コスト ・オブ・リスク）とH乎ぶことができる。リスクマネ

ジメントの世界でこの概念を初めて明示したのは、カナダの某

企業のリスクマネジャーであったダグラス ・パローで、 1962年

のことであった。彼によると、リスクコストは、①種々の保険

の正味保険料、②補償不能損失額（自家保険額、自己保有額）、

③リスクコントロール／損失予防費用、④管理費用という 4つ

の合計額から構成されている。

RIMS （リスク ・保険・マネジメント協会）とティリングハス

ト杜の調査 Iコスト ・オプ ・リスク・サーヴェイ1992Jによれ

ば、アメリカ企業の平均では、 1991年にリ スクを処理するため

に収益1,000ドル当たり6.40ドル （1990年は6.10ドル）を費やし

た。産能大学の I第 2回リスク・マネジメント企業実態調査j

報告書（1993年 1月）では、総収入に対する保険料の支出割合

は、回答企業の85.3%が0.61%未満となっていた。両者の割合

にある程度の類似性が見られ興味深いが、両調査とも、損失予

防と軽減を中心とする上記③のリスクコントロールのコストに

関するデータが欠けている。特に、前者ではリスクファイナン

シング（上記①②）に焦点が当てられ、リスクコ ントロールは

1990年以降の質問表から除かれた。理由は、リスクコントロー

ルが非常に多様なため統合的に把握できないことにあった。

我が国には、事故の発生それ自体を恥と考え、また法的な規

制に依存しながらも火災予防 ・安全管理にウエートを置いたリ

スク処理を重視する組織風土がある。しかも、環境問題、商法

改正後の代表訴訟にみられる経営者の責任問題、製造物責任法

の法制化によるPL問題、保険市場の今後の動向等、組織を取り

巻く経営環境の変化が予想されるなか、リスクコ ントロールを

含め、どの程度リスク処理にコス トを掛けているのか、また掛

けるべきかを費用対効果の点から見直して分析することは、組

織にとり極めて重要な戦略的課題であると思われる。

・93予防時報175

防災言

森宮康
明治大学商学部教授

本誌編集委貝
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安全担当者の仕事を評価する方法
うえぞのただひろ

上園忠弘
城西国際大学経営情報学部教授

安全（セーフティもセキュリティも含めて）

は予防から、という鉄則はすべての人が認め

るところである。

しかし、安全の担当者がもどかしく感じる

のは、望ましくない事態が発生しなかったと

きに、それは彼らの予防的活動があったから

なのか、それとも何もしなくてもとどのつま

り望ましくない事態は発生しなかったのかを

はっきりと測る方法がないということではあ

るまいか。

もちろん、なかにはそれを測る方法が確立

している分野もあるかもしれない。

肺結核が日本から駆逐された陰には、営々

と積み上げてきた予防体制が効を奏したとい

う。また、最近その予防体制が少し綻びてき

て、悪質の結核がひそかにはびこり出してい

るとも聞く。

エイズも初期のよくわからなかった時期を

過ぎて、予防をすればそれほど恐ろしくはな

いという認識に変わっているように思われる。

6 

それでは、コンビュータウィルスはどうか。

コ ン ビュータ~~罪はどうか。

コンビュータウィルスというのは、コ ンビ

ュータのプログラムの一種であって、いたず

ら好きの、あるいは悪意をもった人間がコ ン

ビュータシステムに仕掛けるやっかいな挑戦

である。それは、病気になぞらえて言えば正

規のプログラムに寄生し、他のプログラムに

次々に伝染し、ある潜伏期間を過ぎて何らか

のきっかけをつかむと、発症して情報システ

ムに悪さをするものである。

悪さは千差万別であるが、ご機嫌で働いて

いたコ ンビュータ端末の画面が、突然真っ白

になって動作しなくなったり、コンビュータ

内の情報が消されてしまったりする。

このような不正なプログラムは、ほとんど

の場合、ゲームのプログラムや無料のプログ

ラムの中に隠されていて、何も知らないユー

ザがそれを受け入れてしまうことが多い。

コンビュータの安全は、敵意を持っている

とおぼしい人物を見つけて排除する仕組みを

つくることによって今まで成り立っていたの

に、始末におえないのは、コ ンビュータウィ

ルスはまっとうなユーザが喜んで受け入れる

ものの中に潜まされていることである。

これを避けるには、コンビュータウィルス

が潜まされていそうなプログラムの受け入れ

をチェックする予防体制を取るにしくはない。



最近の統計によれば、このウィルスが日本

でも増えてきているという。

この統計は、コンビュータウィルスに感染

した企業はその旨を届け出なければならない

という、通産大臣告示に基づいて届け出られ

た情報をもとにしたものである。

経年の数字でみる限り、確かに届出は増加

しつつある。しかし、それがコンビュータウ

ィルスの増加によるのか、通産大臣告示の存

在を周知させる努力が実ってきたせいなのか

がわからない。たぶん双方が絡み合っている

のであろうが、それでは、その二つの要素を

どれくらいの割合で割り振ればほぽ真相を表

すと考えるべきか、なんとも判断しかねるの

である。

一方、警察庁の認知した日本におけるコン

ビュータ犯罪の発生件数は近年減少しつつあ

るそうである。これについても認知できた数

が減っただけなのか、コンビュータ犯罪が本

当に減少したのか神ならぬ身の知る由もな

い。犯罪がもっと巧妙になっているせいかも

しれない。直感的には、コンビュータ犯罪の

実発生件数は増えこそすれ減つてはいないは

ずだ、と何となく感じるのであるが、実証す

べきものが犯罪統計以外にない。

結果的には、コンビュータ犯罪に対する企

業の防衛意識は、いまレベルダウンしつつあ

るのではなかろうか。もっとはっきり言えば、

’93予防時報175

ずいひつ

企業のセキュリティに対する投資マインドは

減退してきているのではあるまいか。さらに、

最近の不景気とコンビュータのダウンサイジ

ングの波が、セキュリティ対策を不要不急の

リストのほうに追いやるのに力を貸している

のではないか。

そこで、ある人は企業トップのセキュリテ

ィ意識を啓発してこれを防がなければいけな

いという。それに対しては反論をする人もあ

る。つまり、犯罪が減少しているのであれば、

それに対する警戒が薄くなるのは当然である。

犯罪認知数が減ったから犯罪に対する警戒心

を啓発すべしというのは論理的でない、と。

どちらが本当なのだろう。

かつて、ある金融機関のコンビュータセキ

ュリティ担当者が言ったことがある。

「大きな声では言えないが、よそで事件が起

こってくれるとウチでは言い訳が立つんだけ

ど。J
物議を醸しそうな結びながら、そして恥ず

かしながら、セキュリティ担当者の内心はそ

ういうところにあると言えないこともない。

それ以外に自分の存在理由を鮮明にする方

法がないからである。

何かをやったから何も起こらなかったのだと

言うことを証明できる方法はないのかしら。

それさえあれば、とかく出し渋られるセキ

ュリティ関連予算案も通りやすくなるだろう。

7 
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企業とエマージェンシー・プラン
ふくだ たかし

福田卓
F方災コ ンサルタ ント

今、高度経済を支え、豊かな社会の生産拠

点である各地の近代工場が、見方によっては

地域社会にとって一つの脅威となっているよ

うに思える。

つい最近、フランクフルトにある世界の化

学工業界をリードするドイツの大企業で、立

て続けに有害物質の大量流出事故が発生し、

地域住民の避難や環境の広範な汚染等、損害

の大きさもさることながら、工場と社会の在

り方に大きな問題を提起している。

科学技術の進歩と経済規模の拡大により、

どこの工場も多くの危険物とエネルギーとを

大量に集積し、高度技術と危険プロセスを急

速に採り入れている。ひとたび事故が起きた

ときは、被害は工場内にとどまらず広く周辺

地域に多大の災害を及ぼすことになる。

工場が地域の雇用を満たし、経済の発展に

貢献するだけの存在であったときは、たしか

8 

に多少のマイナス面は大目に見ていたかもし

れない。しかし、ここにきて状況は大きく変

化している。工場はもはや、一企業のもので

あっても、社会との関連において単なる私物

ではなくなっている。

地域社会からすれば、工場の中にどのよう

な危険があり、どのような管理がなされてい

るかはうかがい知るよしもないから、工場を

ただ信ずるより仕方がない。しかし、人間の

することに完全のないことはよく知っている

から、工場の「絶対事故を起こさぬよう万全

を期しているJという声明では、もはや納得

することはできない。地域社会が欲しいのは

「事故が起きたとき、互いに何をするか」とい

う具体的な計画だからである。

工場と地域社会とが本当に共存するために

は、相互の信頼関係が必要である。それには、

天災に対して「地域防災計画Jがあるように

「エマージェンシー・プラン」を、共同作業で

つくることが肝要ではあるまいか。

天災はいつ来るかわからない。しかも人間

の力では抗すべくもないから、災害を可能な

限り小さく抑えられればよしとしなければな

らない。したがって、綿密な「防災計画Jに

人事を尽くすこととなる。

「防災計画jの主眼は、地域住民の生命財産

を守ることにある。情報の伝達、適切な避難

誘導、迅速な救急あるいは消火活動、ユーテ



ィリティーの確保、道路 ・通信施設の管理、

病院 ・避難施設の準備等、いざというときだ

れもが迷うことなく一糸乱れぬ行動をとるこ

とが目的である。地域住民の日ごろの演習で

その習得が図られる。そこでは、地域社会と

の協力で最善の計画がっくり上げられる。

工場にももちろん「防災計画jはある。し

かし、プロセス事故には、従業員の災害、設

備の損害、あるいは、生産の損失をいかにし

て最小に抑えるかというものであり、漏洩な

どによる環境汚染事故では、いかに素早く対

応してイメージダウンを抑え、賠償損害を最

小にとどめるかに力点がおかれている。

また、地域社会との間に締結が義務づけら

れている「安全協定」にしても、法規を最小

限に満足するだけの形式的なもので、多くが

地域社会に対する災害対策という視点を欠い

ている。

天災に対する「防災計画」にはみな真剣で

ある。しかし、人災にはなぜか甘い。その最

たるものが工場事故に対するものである。そ

れにはいくつかの理由が考えられる。

第一に、事故は人災であるから防がねばな

らないという意識が強すぎることである。そ

のため、防げると幻想する。今は安全度がき

わめて高い状況にあるから、事故はまず起き

ることはない。しかし、わずかな確率のため

に用意することに「エマージェンシー ・プラ
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ずいひつ

ンjの一つの意義がある。

第二の要因は、企業側に自らの危険につい

ての認識が希薄なことである。極限に達した

技術の高度化と生産の効率化は、ちょ っと し

た人間のエラーや管理のミスからとんでもな

い大きな災害が生じかねない状況にあること

の認識が、企業の経営レベルに意外に薄いこ

とが問題である。

第三に、事前計画の必要性に対する意識の

不足である。緊急事態に直面して、人々が冷

静に最善の行動をすることを期待するには、

平時において充分慎重に検討され準備された

計画が必要であるととは、過去の多くの経験

が教えている。

第四は、実はとれが最も大きな障害なので

はあるが、地域社会との協同作業がほとんど

不可能なことである。工場の危険を企業が公

開しようとしないことと、社会が混乱すると

いう大義名分からくる消極性とが原因であ

る。

相Eの信頼関係とは、社会側が公開された

危険に対して冷静に受け止めることと、工場

側が危険をすべて開陳するということについ

て、双方が相手を信ずることである。

こうしてつくられた「エマージェンシー ・

プランjによって、初めて災害は最小に抑え

ることができる。このような状況が実現する

のはいつの日であろうか。

9 
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いのちを大切に一 応急手当の普及啓発に思う
ありがまさひこ

有我政彦
東京 ・日本橋消防署長

。ひとつの出来事から

もう10数年前のことになるが、東京 ・文京

区のある公衆浴場での出来事である。

午後4時ごろ、入浴中の80歳を少し過ぎた

老女性が、突然意識を失い、浴槽の中へ沈み

かけた。ちょうど居合わせた数人の入浴中の

女性が驚きつつも、すぐみんなで担ぎ出し、

脱衣場の広間へ運んで横に寝かせた。

番台に座っていたこの浴場の女主人が、こ

の異様な動きにすぐ降りてきて、その老女の

顔を見たところ、近所のAさんであることが

すぐわかったが、その時からの日出唾の判断と

行動が、実に素晴らしかった。

当然のことながら、その女主人以外はみん

な真っ裸、それこそ一糸まとわずの入浴客の

中である。おそらく、心中は大変動転してい

たこととは思うが、傍呂には冷静沈着、おも

むろにまず、「まず皆さんは服を着てくださ

い」と客に呼び掛けた。

それから、

「この方には私が人工呼吸をします」

「あなたは119番へ電話をして救急車を呼んで

くださいj

10 

「あなたはベビーベッ ドから毛布をと って掛

けてあげて くださいJ

なんとも心憎いほどにテキパキと判断し指

示をした。そして、自らはAさんの横に座り

人工呼吸を始めたのである。

その間15分ぐらいはたったと思われるが、

慌てて衣服をまとった先ほどの女性の多く

は、ただ驚いて周囲からこの状態を見守って

いたが、みるみるうちに黄色みがかった顔色

に赤みが増し、目をうっすらと聞きかけたの

を見て、思わず拍手と「オパァチャ ン 頑張

ってェーJという声が出たと言う。

救急車のピーポーサイレンが聞こえ、救急

隊が到着した。隊長が容態観察をし、周りの

人からの話を聞きながら、手際よ く担架に乗

せ、すぐ病院に向かう段取が整った。 もちろ

ん、とのAさんの名前も、すでに駆け付けて

いた家族も、そして、人工呼吸をした女主人

のことも、隊長にはメモされていた。

早い時点で、みんなの協力がAさんの生命

を助けたことになる。

この日の出来事はこれで終わったが、後日

談に、いい話が残されていた。

それは、この女主人が、どうしてためらわ

ずに人工呼吸ができたり、周りの人に適切な

指示ができたのかという謎ときである。

実は、数か月前、この町内には年寄り世帯

が多いので、もしものことを考え、町会長の

発案で、消防署に依頼し、初期消火と応急手



当の町内研修会を 1週間にわたって聞いてい

た。この女主人も 2回ぐらい出席し、恥ずか

しいのでf麦ろのほうで削もめていたという。ま

た、「私は72歳、こういうことは若い者に任せ

るべきで、年寄りの出番ではないjとの配慮

もあったということで、ある。

したがって、実際に人形に向かい合つての

実技訓練はしなかったのだが、それでも突然

のと きに、かくもスムーズな対応ができたと

いうことには、ただ驚くばかりである。

やや専門的なことを言えば実技訓練を受け

ない場合、基本的なリズムやウエイトに難が

ないわけではないが、この際、その辺のこと

は問題ではない。

人命救助に功労ありということで、との女

主人と、裸で活躍してくれた数人の女性には、

消防署長感謝状が贈られ、さらに、テレビ、

午後の主婦向けショー番組にも知れて、その

インタ ビュー取材まであった。

小さな町で、明るい話題を提供しながら、

私たちには力強い教訓を残してくれた出来事

であった。

。何を、どうすれば、

救急現場に居合わせた家族や同僚による早

期適切な応急手当は、傷病者の救命率向上を

図るうえで、きわめて大きな要素である。

釧路沖地震の際、市内を中心に930余の方が

けがをした。発生が午後8時すぎであったが、

とても考えられないほどの多勢である。救急
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ずいひつ

車は要請に応じきれない。ほとんどの人が自

分で、病院へ行ったが、治療を受けるまでには、

ずいぶん長い時間がかかったようである。

こんな時、応急手当の知識、技術が身につ

いていたら…。

震災対策とか、救急医療とか、確かに行政

が受け持つ範囲ではあるけれども、それ以前

に、自分たちが身近にできる、いや、しなけ

ればならない今日の市民の義務の一つである

といってもいいのではないだろうか。

さて、一番言いたい課題が遅くなったが、

こんな場合を考えて、市民の皆さんに、一人

でも多く、この応急手当の技能を習得してほ

しい。「防災に強い市民」になっていただくた

めに、消防署では、応急手当の普及啓発に必

死である。

ある一定時間の研修を終えると「救命技能

認定証」が交付される。日本橋消防署では今

年中に、この認定証を持つ街の人1,000人を目

標に、毎月定期的に講習会を聞いている。こ

の8月末で、すでに600人が修了した。

9月9日は「救急の日」である。

先月は北海道南西沖地震の悲惨な状況を見

て、どなたも心配していたことと思う。雲仙

普賢岳の災害も早く落ち着いてほしい。

こんな諸々の世相のなかで、災害に強い市

民が一人でも多いことが、どんなに心強いこ

とか。「救命技能認定証Jが街にあふれる日を

望んでいる。

11 
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夜間事故の分析
～事故の実態とその背景～

愚近の3'.C通死亡事故の特償は、夜間！こその発生

ガ多く認められることである。ここでは、平成元

年～問 3年の3年間！こ京都府下で発生した720件

の受通死亡事故を分析対象とし、 3'.C通山理学の立

婦から、事故発生の背景について考察する。

表｜ 昼夜間別・死亡事故類型別結果

単独事故

車両相互事故

対人事故

対自転車事故

その他の事故

計

昼 間 夜 間 言十

56(19.0%) 122(28.6%) 178(24. 7%) 

56 (31. 5%) 122(68.5%) 178( 100%) 

119(40.5%) 118(27. 7%) 237 (32. 9%) 
119(50.2%) 118(49.8%) 237( 100%) 

84(28.6%) 163(38.3%) 247(34.4%) 
84(34.0%) 163(66.0%) 247( 100%) 

28( 9.5%) 22( 5.2%) 50( 6.9%) 
28(56.0%) 22(44.0%) 50( 100%) 

7( 2.4%) 1( 0.2%) 8( 1.1%) 
7(87.5%) 1(12.5%) 8( 100%) 

294 ( 100%) 426( 100%) 720( 100%) 
294( 100%) 426( 100%) 720( 100%) 

注）昼間は便宜上午前6時～午後 5時59分
夜間は午後6時～午前 5時59分

表 2 単独事故発生車両別・昼夜間別結果

大型貨物

普通貨物

／＼ン

普通乗用（3)

小型乗用（5)

軽乗用

自動二輪

原付

その他

計

12 

昼 問 夜 間 計

0( 0%) 2( 1.6%) 2( 1.2%) 

2( 3.6%) 5( 4.1%) 7( 3.9%) 

1( 1.8%) 2( 1.6%) 3( 1.6%) 

2( 3.6%) 4( 3.3%) 6( 3.4%) 

18(32.1%) 67(54.9%) 85(47.8%) 

10(17.9%) 18(14.8%) 28(15.7%) 

19(33.8%) 10( 8.2%) 29(16.3%) 

3( 5.4%) 14 (11. 5%) 17( 9.6%) 

1( 1.8%) O( 0%) 1( 0.6%) 

56( 100%) 122( 100%) 178( 100%) 

注）昼間は便宜上午前6時～午後5時59分
夜間は午後6時～午前5時59分

大森正昭

死t事故の概要

表 1は、 720件の死亡事故について昼夜別・事故

類型別に概要を示 している。表より、次の 2点が

指摘できる。

① 死亡事故は、夜間の発生件数が盆間よりも多い。

② 単独事故、対人事故は夜間の発生件数が非常

に多い。

2 事故類型別分析

1) 単独事故

(1）性別

昼間に女性による単独死亡事故は 4件（7.1%）、

夜間では 5件 （4.1%）である。女性は男性と比べて

事故を起こさない傾向にある。

(2）年齢

昼間に単独死亡事故を起こした運転者の年齢

は、最低年齢16歳、最高年齢78歳、平均値39.1歳、

標準偏差値20.65である。一方夜間では、最低年齢

16歳、最高年齢65歳、平均値33.3歳、標準偏差値

20.381であり、夜間単独事故発生者の方が若い。

(3）天候

昼間、夜間で天候による差は認められない。

(4）曜日

土曜日の昼間にやや発生が多い。

(5）車両

表 2は、車種別l・昼夜間別に事故発生件数を示

したものである。昼間の特徴は自動二輪が多いこ



と、夜間では乗用車によ

る事故が半数を超えるこ

と、原付の事故が昼間と

比べてやや多いことが指

摘できる。

(6）ナンバープレートの

分析

12 

10 

8 

~ 6 
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たなはまや らろ

平仮名

プレートには、大き さ

については 大板（大型

車） ・中板（普通車） ・小板

（二輪等）の 3種、色彩に
図 1 乗用車単独事故発生車両の平仮名別結果

ついては白色、緑色（営業車）、黒色（軽四営業車）、

黄色（軽四輪）、ピンク色（軽二輪）の 5色、車種を

示す数字が O～ 9種（現在ではほとんどが 2桁）、

車両登録の地名、平仮名が示されている。

平仮名は、軽四輪や二輪を除くと次のように使

用されている。「ぁ」ー「こ」（「おJは使用せず）は

タクシーやパス等の営業車、自家用では「さ」から

始まり「ゎ」までを用いている。なお、「しJ「へ」は

使用していない。「わ」はレンタカーを示す。「ろJ

は字光式と呼ぴ、夜間は文字が発光する。字光式

のプレートは交付料金が3万円（一般プレートは

1,500円）と高く、高級な乗用車に利用者が多い。

図 1は、平仮名別に単独事故（夜間乗用車 5ナ

ンバ一車）の発生件数を示している。昼間の単独

事故では認められないが、夜間では「ろ」番に事故

発生が多いことが明らかである。「ろ」番の交付数

は、交付機関の資料によれば他の平仮名文字の約

2倍となる。 この交付状況を考慮しても「ろ」番の

事故発生は非常に多い。

2) 車両相互事故

車両相五事故は、追突 ・接触・正面衝突 ・出合

頭等々に分類できるが、ここでは細分せずに分析

している。

(1）性別

事故発生により責任がある第一当事者は、女性

では昼間で10人 （8.4%）、夜間で12人（10.2%）とな

っている。

しかし、事故発生の責任の度合いが低い第二当

事者では、昼間の事故で女性は79人（30.6%）、夜

間では101人（30.7%）を占めている。女性は「当た

られる側Jにおいて免許所有率にほぼ等しい事故

率を示している。

(2）年齢

第一当事者の年齢は、昼間で最低年齢が16歳、

最高年齢が87歳（原付）、平均年齢が32.7歳、標準

偏差値17.314である。第二当事者の年齢は最低年

齢は 1歳（同乗者）、最高年齢は90歳（同乗者）、平

均年齢46.3歳、標準偏差値24.976である。

夜間の第一当事者の平均年齢は32.6歳、第二当

事者は48.6歳となり、昼夜間とも第一当事者の方

が年齢は若くなっている。

(3）車両

昼夜間とも第一当事者が運転する車両は乗用車

が最も多い。 しかし、第二当事者が運転する車両

は、昼夜間ともに大型貨物 ・普通貨物 ・軽四輪が

多く認められる。

(4）ナンバープレート

車両相互事故を起こした第一当事者が運転して

いた乗用車の平仮名文字については、単独事故同

様に「ろJ番が多い。第二当事者の車両については

認められない。

3) 対人事故

図 2、図 3は、対人事故全体について加害者で

ある運転者の年齢と被害者である歩行者の年齢分

布を示している。運転者の最低年齢は16歳、最高

年齢は78歳、平均年齢は33.4歳である。

歩行者は最低年齢 1歳、 最高年齢90歳であり、

両国を比較すると「若者が高齢者を死亡させてい

13 
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る」実態を指摘することができょう。

次に、昼夜間別 に分析した結果を報告する。

(1）性別

昼間に事故にあって死亡した女性は53人（63.1

%）である。運転者では女性は 5人（6.2%）である。

夜間に死亡した女性は84人（51.9%）、運転者では

15人（9.6%）となる。女性の歩行者が犠牲となって

いる現状が明らかである。

(2）車両

昼間の対人事故は、乗用車、普通貨物によって

発生する傾向が強く、夜間では、乗用車、軽四輪、

自動二輪により発生する。

3 結果の考察

京都府における 3年間の死亡事故720件につい

て分析を行った。 その結果、

25 

20 

人 15

敬

JO 

5 

。

① 死亡事故は夜間に多く発生する

② 夜間に多い死亡事故類型は、単独事故ならぴ

に対人事故である

③死亡事故全体をみると、若い男性運転者によ

って事故は多く発生する

④ 女性も車両相E事故の第二当事者側では免許

所有率に応じた事故発生率を示す

⑤ 対人事故の犠牲となる歩行者は、高齢者、と

くに女性が多い

⑥ 乗用車では字光式の「ろJ番による事故発生率

が非常に高い

等々を指摘することができた。

以下、 心理学の立場から夜間の死亡事故多発の

背景について考察する。

1) ヘッ ドライトの限界

性能の優れたヘッドライトを使用しても「太陽

光」と比較すれば、その能力は微力である。最近

流千子のノ、ロゲンランプは

輝度が高いために対象の

発見は容易になるが、対

向車へのグレアーとなる

デメリットを解決しなけ

ればならない。

2) 高速の快感

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

運転者の年船

道路が整備され、自動

車の機能が向上した結

果、過剰な速度で運転す

図 2 対人事故を起こした運転者の年曲者分布

12 

10 

8 

人
政 6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

歩行者の年齢

図 3 死亡した歩行者の年齢分布

14 

る者が急増している。図

4は京都で速度違反で検

挙された車両の実速度を

示している。最高速度は

129キロに達している。昼

間と比べて渋滞の少ない

夜間は、高速運転の快感

を運転者に与えると考え

ら才1る。

3) 安全情報による

心理的な震

長年にわたって無事

故、無違反を続けてきた



140 
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f牛
数 80
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。
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速度

図4 違反車両の速度分布（一般道路）

優秀な運転者が、夜間に対人事故を起こす事例が

複数例認められる。事故の発生地点は、通勤のた

め毎日通過している場所である。運転者は、その

地点での横断者は長年の運転経験から「皆無であ

る」ことを熟知している。だれもいない、との情

報をもとにハンドルを握っていれば、歩行者がい

ても運転者には見えない存在になっている。衝突

のショックで下車し、初めて歩行者をはねた事実

に傍然と立ちすくむことになる。

4) 飲酒遭転者の存在

深夜のマイカーはほとんどが欽酒運転をしてい

るとの説がある。京都の一部の資料を分析しただ

けであるが、その説を信じたくなるほど飲酒運転

で検挙される運転者は多い。

図 5は、飲酒運転（呼気 1リットル中に0.25mg

以上アルコール検出、免許停止）で検挙された運

転者の年齢分布を示している。

若者では原動機付自転車を運転中、社会人では

乗用車運転中に検挙されることが多い。なお、飲

酒運転の発覚は検問だけではなく、信号無視や速

度違反、さらに事故発生が契機となることも多い。

図 6は、飲酒運転で検挙された運転車両（普通

乗用車）のプレートの平仮名を分析した結果を示

している。「ろJ番の突出はここでも顕著である。

5) 高齢歩行者の能力

男子で70歳以上、女子で50歳以上の人の運転免

許所有率は低い。交通のルールも知らず、 脚力の

低下や視力 ・聴力も衰えているに違いない。

発見が困難な地味な服装が多く、しかも、 風呂

160 

140 

120 

会80

60 

40 

。
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20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

年骨告

図 5 飲酒遭転者の年齢分布

件

90 

80 

70 

60 

50 

数 40

30 

20 

10 

0 

あかきたなはまやらろ

図E 飲酒遺転車両（乗用車）の「ひらがな文字別J台数

帰り等、かなり深夜でも高齢歩行者は多い。男子

では酪酉T緋梱者も多く、路上で寝ていて死亡した

事例もある。女子では 4時ごろから清掃のため自

宅周辺を歩行し、死亡した例もある。夜型の生活

は高齢者においても認められる。

6) 字光式プレート利用者の問題点

字光式プレートは、それぞれの自動車メーカー

を代表する高級車に装着されている。しかも、一

般プレート装着車よりも事故発生率、違反率（30

キロ以上の速度違反、飲酒運転）が高い。当然、

車両の走行機能が高いことから事故や違反が多く

なるはずはない。 自分は高級車を運転しているこ

とを誇示したい欲求（自己顕示欲）の強い運転者

の心理特性と結びついているはずである。

今、ブームである四輪駆動車による事故発生が

急増している背景と共通すると考えている。

（おおもり まさあき／大阪大学医療技術短期大学部教授）

15 
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夜間の交通事故に関する
調査研究につりで

佐野正道

はじめに

454,577。この数字は、警察が全国の交通事故死

者の統計を取り始めた昭和23年から昨年末までの

45年間に交通事故で亡くなった人の数である。

警察統計は24時間統計であるので、実数はこの

数字の約1.3倍、59万人を超す人が交通事故で尊い

人命を失っていることになる。

まさに交通戦争といわれるゆえんである。本年

も、交通事故による死者数はすでに5,000人を突破

しており、第 2次交通戦争は長期戦の様相を呈し

ている。

ところで、最近の交通事故死者は、大きく分け

て三つの特徴がある。

一つは、夜間の死者が全体の約 6割を占めてい

ること。

16 

二つは、若年者と高齢者の死者が全体の約半数

を占めていること。

三つは、無謀な速度違反や信号無視など基本的

な交通ルール無視による事故が多発しており、し

かも自動車乗用中死者の約 8割がシートベルト非

着用であること。

である。

兵庫県警察では、こうした事故の特徴を踏まえ、

抜本的な対策を講じるため、交通研究所において

平成元年度から大学教授グループと共同して、交

通事故原因の科学的な調査研究を進めている。

これまでの主な研究は、

0高齢歩行者の交通事故の実態

。夜間の交通事故の実態

0若年者の交通事故の実態

であるが、ここでは「夜間の交通事故の実態Jに

ついて、調査研究の結果を紹介することとする。



2 夜間の交通事故の実態

平成 4年中の交通事故の発生を昼夜別にみてみ

ると、全体の約70%は昼間に発生している。 とこ

ろが、死亡事故に限る と、夜間の発生率が約52%

と高くなり、事故100件 当たりの死者数について

も、昼間が0.96人であるのに対し、夜間は2.33人

と高くなっている。

夜間に死亡事故の発生が高くなる要因について

は、社会 ・経済活動の活況による自動車輸送の増

大や、夜型化社会の現出など、種々の要因が考え

られるが、特に問題となるのは、夜間に視点をお

いた安全対策、なかでも視覚情報に対する調査研

究が必ずしも充分でないことである。

3 夜間事故の調査研究の概要

調査研究では、夜間の交通事故の全体像を明ら

かにするため、人、車、道路の交通事故 3要素に

ついて、統計分析、事例的分析、面接調査、実勢

速度調査、ヘッドライトの輝度・照度および運転

者の視認性に関する実験等、あるゆる手法を用い

多角的に解析することとした。

1) 人に関する嗣査

ここでは、人の心理面が事故時にどのような状

況であったのか、実体験者の生の声を聞くため、

交通刑務所に服役中の受刑者41人と夜間事故の当

事者2,272人の商接調査を行い、事故時の心理状態

について解析を試みた。
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(1) 交通受刑者の面接調査結果

調査当時、交通刑務所には41人が服役していた

が、驚くべきことに、そのうちの32人、約 8割が

夜間事故で服役していることが判明した。

服役者のほとんどは死亡事故を起こし服役して

いたが、この調査結果で明らかになったことは、

o受刑者の約 4割が20歳から24歳の若者であった

こと

0受刑者の約半数が運転開始から30分以内に事故

を起こしていること

0車両相互の事故が約 6割を占めていること

0私用中の事故が全体の約 6割を占め、しかも事

故前に「急ぎ」ゃ「焦り」がみられたこと

である。

(2) 夜間事故当事者の面接調査結果

夜間事故の要因を人的側面からより詳しく調査

するため、運転者と歩行者の両者について心理的

特性と内在的要因に関する調査を行った。

調査の結果、双方に共通していたことは、

o道路状況をよく知った所で事故を起こしている

こと

o「相手が避けてくれるJと双方が思っているこ

と

であるが、このほか運転者の内在的要因として、

次のことが判明した。

o約半数が運転開始から30分以内に事故を起こし

ていること
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。「車両相互事故J「人対車両事故」の約 7割が同乗

者がいない場合に発生しているのに対し、「車両

単独事故」の約 7割が同乗者のある場合に起こ

していること

である。

この調査結果から、夜間事故の全体イメージと

しては、運転開始後30分以内が最も危険であり、

o一人で運転中は、ぼんやり運転で歩行者や他の

車に衝突する事故

0友人等を同乗させて運転中は、格好よ く思われ

たいと運転技術を過信し、無謀運転により路外

に逸脱する事故

が多発していることがうかがわれる。

2) 車に閲する調査

ここでは、車のヘッドライトの輝度、照度が夜

間事故とどのように関わっているかを実験を通じ

て明らかにすることとした。

現在、市販されている自
• ' I bCJm 

－－－－一一一一円「l一一一 一 九 ／一一一－「「「－6~~－－. 動車に使用されている前照

大丁は、ハロゲンランプとシ

ールドランプの2種顕である。

①53.4m J J 1 J ⑪ヨタカリーナ2'it
ハロゲンランプ

illトヨタタウンzース56年式

ハロゲンラノプ

也日産マ刊3年式

ハロゲシラノプ

ハロゲン電球装着車の照射範囲

’ I 由日iプルーバードパ渇2年式
ンールドランプ

llJ日産セ刊ック57隼式

ンールドラノプ

Olトヨタクラウン，，~式
νールドランプ

シールドランプ装着車の照射飽閤

図 1 ハロゲンランプとシールドランプの照射範囲

ハロゲンランプ車

シール ドビームランプ車

A 

－ 

Om I Om 20m 30m 40m SOm 60m 

図2 時速70km/hで走行時の夜間の視認距般
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調査は、実際に通行して

いる車両128台に対し、年式

別、排気量別にみたヘッド

ライトの輝度値、照度値の

測定調査を実施するととも

に、以下の照射範囲の実験

を干Tった。

実験は、 きわめて暗い状

況のなか、アスフアルト舗

装された広場において、ハ

ロゲンランプ装着車 3台と

シールドランプ装着車 3台

を用い、すれ違いビーム時

（下向き）の照射範囲を測定

した。

測定結果は、

0ハロゲンランプの最大照

射範囲が46～53m

であるのに対し、

0 シールドランプの最大照

射範囲は33-42m

と、明らかにハロゲンラン

プの性能が上回っているこ

とが判明した（図 1）。

このことは、夜間事故を

防止するうえできわめて重

要な意味をも っている。



これは仮定であるが、 一般道路において、時速

70km/hで走行中の車の制動距離は約42mである。

この時、前照灯を下向きにしていた場合、シール

ドランプ車は照射範囲が短いため、前方43m先を

横断中の歩行者は見えないことになり、事故発生

の危険性が極めて高くなる（図 2）。

事故防止の観点からもハロゲンランプの普及浸

透が望まれる。

このほかハロゲンランプとシールドランプで

は、いくつかの点で優劣があることが判明した（表

1 ）。

3) 昼夜間の実務速度の欄査

夜間事故の原因の一つに速度超過があるが、実

態を詳細に知るため、県下の国道と県道において、

直線区間とカーブ区間での走行速度、プレーキ操

作、はみ出し状況等について調査を実施した。

調査結果は、

0昼間と夜間では、平均 5km/h程度の差しかない

が、安全速度（道路のカーブ半径、路面の摩擦

係数等から横滑り限界速度を算出したもの）を

超過している割合から、県道の左カーブで10

%以上の車が危険な速度
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度なのか、また、安全面にどのような影響を及ぼ

しているのかを明らかにするため、カーブに対す

る運転者の意識、および道路照明の効果を中心に

調査を実施した。

(1) カーブの「きっさ」の評価実験

夜間は視認性が劣ることからカーブ走行の危険

性が増大する。そこで、昼夜別に撮影した写真お

よびスライドを用いて、カーブの「きっさ」の評価

実験を行った。

実験の結果、運転者から見たカーブの「きっさJ

は、昼夜別で明らかに異なることが判明した。

運転者のカーブに対する意識は、

0全体的に昼間より夜間の方が「きつくJ感じる

0ヘッ ドライトが下向きよりも上向きの場合の方

が「きつく」見える

表｜ ランプ別の視認距離

－－－－－－～ 

ハロゲンランプ シールドランプ

物体視認距離
（進路前方の物体） 67.9m 55.4m 
種別視認距離
（人の確認） 42.2m 36.3m 
方向視認距離
（人の動いている方向） 30.9m 25.Sm 

（注 ・走行速度5km/h、服装青色）

で走行していること 表 2 カーブ道路における実勢速度調査結果

0夜間照明が設置されてい

る箇所では走行速度が高

いこと

0夜間は昼間に比較して、

カーブの始まりおよびカ

ーブ途中でプレーキを踏

む車が多いこと

等が判明した。

夜間にあっては、多くの

ドライパーが視認性の悪さ

から危険な運転をしている

実態が検証された（表 2、

図 3）。

4) 交通環境に関する聞査

昼間と夜間では交通環境

が大きく変化している。 こ

こでは、その変化がどの程

＇~ カーブの方向 昼夜別 安全速度 平均速度 安全速度超過
(km/h) (km/h) （台）

左カーブ
昼間 64.7 52.3 2/151 (1.3%) 

県 道
夜 間 11 57.2 12/112 (10. 7%) 

右カーブ
昼間 87.0 54.7 0/204 (0. 0%) 

夜 間 11 57.0 0/178 (0.0%) 

昼 間 94.0 52.3 0/152 (0.0%) 

国 道 右カーブ 夜間 ｜照明消灯 82.3 54.5 0/108 (0.0%) 

｜照明点灯 11 56.4 0/ 53 (0.0%) 

構成比（%）。10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

昼（晴）際：刻

図 Aカープ手前の直線部
37.95 ~37'23~ 

Ill … 口Bカープ直前
、、 ‘ ”  

32.45 ；湾総主主樹園 Cカープ開始直後

， ， ， ¥¥ ；図Dカープ区間， 

夜 mt-Yi 48.22 防総in）~~ 01;:1;1:、踏まずを含む。

注：昼間の雨天および夜間は7月1日、昼間の晴天は7月19日

図 3 ブレーキをかける位置（左カーブ）
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調査研究結果の活用

関係機関と協議

交通安全施設の改善

効果的指導取締り

マスコミ報道

小冊子編集

ビデオ作成

安全指導教本作成

I 高度化を目指した分析 : 

同 対比分析（時系列

傾向分析（多項、クロス等）

L－ーーーーーーーーーーーーーーーーーー＿J

多角総合調査

京耳有五当事者の心理特性と内問要閣査

するもの ｜交通刑務所受刑者の面接調査

交通環境｜死亡事故現場におげる吏通環境の実態調査

に関する ｜実務速度調査

もの ｜力一プのきっきの評価実験

ヘッドライトの輝度・照度実験

ドライパーの視認性実験

車に関

するもの

総
合
的
な
夜
間
事
故
の
調
査
分
析

0道路照明がカーブの奥を

照らしている箇所は夜間

ことが判明した。

「きつくJ見える

交
通
事
故
に
関
す
る
特
別
調
査

刀ープにおける事故多発

要因の一つは、この調査研

究結果から、運転者がカー

ブの「きっさ」を見誤ってハ

ンドル操作を誤 り、対向車

と衝突したり路外逸脱する

事故が多く発生しているこ

とがわかった。

道路照明の効果

L－ーーーーーーーーーーーー・ー－ー・ー・ーー一ーー－ーーーーー」

(2) 

－自発光式一時停止標識

．高輝度路面標示

・異常高速抑止システム

調査研究の全体フ ロー

に、運転者の視覚情報の低下が挙げられる。

運転者の視覚情報向上には種々の施策が考えら

れるが、今回の調査では、特に道路照明を採り上

図4夜間事故増加要因の一つ

0ハロゲンランプとシールドランプの照射範囲の

違い

0交通事故多発地点173箇所に対する道路照明設

置の働き掛け

げ、夜間の事故多発地点 8か所を選定し、

後の事故の推移を調査した。

その結果、設置前と後では明らかに交通事故の

発生に変化がみられ、設置前人身事故25件（うち

であったのが、設置後は O件と顕

設置前

等である。死亡事故 4件）

著な効果が認められている。

おわりに5 

交通事故の怖さ。それは誰もが実感しているこ

とではあるが、心の片隅で「自分だけは大丈夫J

という安場感があるのも事実である。 しかし、こ

の安堵感が恩わぬ落とし穴になることがしばしば

夜間の交通安全対策の推進

今回の調査研究を通じ、夜間事故の発生メカニ

ズムがかなりの部分で解明できたものと思う。

4 

この調査研究これからの課題は、したカfって、

危険がいっ

ぱいである。

幸い、本県の夜間事故は、今回の調査研究の成

果を各種施策に反映させたこともあって、平成 4

ある。特に夜間の走行は昼間と違い、で得られた成果を一つでも多く実際の道路交通の

場で生かすことである。

現在、兵庫県警察で、行っている夜間事故防止対

年中の夜間死者は15.2%減少している。

第 2次交通戦争の克服。今、我々は、この大命

題に英知を結集しているが、各種対策には常に夜

間を視点においた安全への配慮が必要である。

一人でも多くの方が、今回の調査研究で得られ

た資料を広く活用されんことを切に願っている。

策の主なものは、次のとおりである。

0交通安全教育用ビデオ「夜間の交通事故を防止

するために」制作

まさみち／兵庫県普察本部交通部交通企画諜調査官）（さの

0夜間事故防止のための小冊子の発行

－交通死亡事故事例に学ぶ

－交通受刑者の述懐「悔心の日々」

0夜間重点の交通安全施設の整備

－対向車接近表示装置

20 
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地震火災からみた都市構造の一考察

西形園夫

った。太平洋戦争の戦火で、世界最大の大火災と

いうありがたくない経験をするに及んで、ようや

く防火対策が進むことになる。

木造建物を伝統文化とする我が国は、特に木造

市街地の延焼火災からの防護対策として、消防対

策のほか、江戸時代にみられるような火除地、広

小路や寺社の配置など、緑地、空き地による対策

がとられてきた。明治になって、西洋文明の導入

とともに、煉瓦街による近代的な都市計画も試み

られたが、都心など一部の地域にすぎず、我が国

のほとんどは、木造建物を主とする街の構造を変

えることなく、前に述べたようなさまざまな災害

を被ることになった。

戦後もこの体質は基本的には変わらず、浜田稔

の提唱による外壁モルタル塗りの防火木造の採用

や、都心部などで耐火建

物の増加はあるものの、

木造市街地は拡大し、過

密化し、その一方で空き

地は減少して、いったん

火災が燃え広がった場合

の大火災の危険は依然増

えつつある。

市街地火災対策として

は、不燃耐火化が徹底さ

れ才lばそれにこしたこと

日本の建物文化と防火対策2 

東京の大火の歴史

東京は、江戸の時代からよく大火に見舞われた。

「東京大震火災への対応」（浜田 稔＝工博。当時

東京理大教授、東大名誉教授。 1974没 ．（社）日本

損害保険協会刊）によれば、江戸265年の聞に、焼

失直距離 2kmに及んだ大火は89回を数える。当時

の街並みはもちろん木造で、瓦や塗り壁はぜいた

くとみられて禁じられていた時代が長い。

江戸時代の特に大きな火災は、明暦の大火（振

り袖火事）、八百屋お七の火災、明和大火（目黒行

人坂の火災）、丙寅大火、甲午火事、安政の江戸地

震大火などで、こ のうち行人坂の火災は、目黒か

ら出火して大名屋敷を焼き、千住にまで及んだと

いう（図 1）。

時代はさらに下って、明治 5年の大火、関東大

震災などに遭遇したわけだが、にもかかわらず、

東京はその苦い経験を防火蓄積に生かしきれなか

はないが、住環境面での

市民の木造住宅志向は根

強く、都心など一部の地

域を除けば、都市全域の

不燃化には限界があると

21 
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いわざるを得ない。そのために、我が国は今後も

木造市街地が相当広い地域で存続するととを前提

に、大火災、特に大震火災に対して、効果的な都

市整備の在り方を検討していくことになる。

3 酒田市大火の例

最近の市街地大火で最も顕著な例は、昭和51年

の山形県酒田市大火である。 10月末のある日の夕

刻、映画館から出火した火は、平均風速10数mとい

う折からの強風にあおられて、翌未明まで約12時

間にわたって燃え続け、焼失棟数1,774、焼失面積

図2 酒田大火の焼失区域と火流線

図3 被災地域の街路の概要

22 

22.5haという被害をだして、市の東にある新井田

川でようやく焼け止まった。筆者も、災害直後の

酒田市を訪れたが、焼け残ったホテルの屋上から

見た殺伐とした光景は、今でも忘れられない（図

2）。

当時の酒田市は、一部を除いてほとんどが幅 6

-8m程度の道路幅で、わずかに火流を遮る形に

位置している幅員15mの浜町通りも、飛ぴ火や熱

風を伴った火の流れには抗しきれなかった。当時

の平均延焼速度は時速90m、最大でも160m程度で

比較的遅く、浜田の延焼速度式によれば、酒田市

の市街地状況では時速200mを超えても不思議で

はないと恩われた。

この主な理由に、雨の

直後であったこともある

が、家屋外壁をトタン張

りとしているものが多か

ったこと、駐車場や公園

などの空き地が比較的散

在しており、樹木もかな

りあったことなどが挙げ

られている（図 3）。

4 東京の地震火災の予測

現在の東京は、街並み

と消防カとから、酒田の

例のような大火災は、大

震災時を除いて考えられ

ない。そこで、東京都お

よび東京消防庁の地震に

関する被害予測から、予

想、される東京の大火災の

様子をイメー ジ してみ

る。

平成 3年に東京都防災

会議が公表した「東京に

おける地震被害の想定に

関する調査研究」によれ

ば、東京が大正12年の関

東地震と同様の地震に襲

われたと仮定すると、都
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図4 延焼地域図（都総務局）

民の手に負えない程度の

火災は都内全域で758件

発生し、消防が精一杯頑

張っても、 48時間後には

都全域の面積の19.5%、

建物棟数率では26.4%が

焼失するとみられている

（図 4）。

その最大の理由は、東

京という街が都市構造的

に大火災に弱いためであ

るということカfできる。

図 5を見ていただきた

い。 これは火災が流れと

なったとき、道路や河川、
図 5 焼け止ま り効果判定図

線状につらなる耐火建物群など（「路線Jという）

が、一定の条件のもとに火流を阻止することがで

きるかどうかの判定を、東京消防庁が行ったもの

である。これを見ると、都心はその可能性のある

路線が比較的密に分布しているが、周辺に行くに

したがって、扇のように粗く広がっていることが

わかる。

これは、東京が放射状の道路と環状のそれとの

組み合わせでできていることによる。加えて、周

辺の市街地は、細街路の整備がされないまま農道

や回のあぜ道などが生活道路として使われるよう

↓ 
凡例

一一 焼け止まり効果があると判定
された路線

一一 焼け止まり効果がないと判定
された路線

区境

になった結果、細い路地に木造の建物が密集した

街並みができあがってしまった。このこ とが、環

状 7号線と 8号線との問、特に板橋区から練馬区、

杉並区、世田谷区、大田区にかけてと、足立区か

ら葛飾区の一部で、消防の活動も及ばないと予想

される延焼予想、地域が存在することになった。

図6は、世田谷区の場合の市街地の変遷の模様

だが、大正の末から昭和の初期にかけて設置され

た鉄道に沿って都市化が進んできた様子がよくわ

かる。世田谷区は、あまりにも急激な市街化に道

路整備や区画整理などが追いつかず、道路が狭く

23 
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昭
和

7
年

空き地が乏しい木造密集の市街地が形成された結

果、都の被害想定でもみられるように、都内でも

有数の地震火災に弱い市街地になってしま った代

表的な例だということができる。

5 市街地大火の定性的分析

昭
和
初
年

そもそも火災は、何らかの理由によ って室内で

出火した火災が、他室ヘ拡大し、さらに隣家ヘ、

そして市街地火災にと発展してい く。

ここでは、図 7のうち第 3段階の隣家への延焼

から市街地火災への拡大以降を話題にする。

浜田は、火元建物から隣家へ延焼拡大するまで

の時間を、風速、隣家との間隔、家屋の大きさを

変数として表す式を提案した。

たとえば、風下側の場合、 一定の時間内に隣接

する木造建物ヘ延焼しないための距離（延焼限界

距離＝D）は、

[D ~ (5 
D2=1. 5D, (10～30分）

D3=1.3D, (30～ 60分）

D.=5D, (60分以上）

昭
和
的
年

(v＝風速m/s)

で与えられる。 これを基礎に、隣家への着火時間

および延焼速度を、建物の平均の一辺長、隣家と

の間隔（すなわち建蔽率）および風速で与えられ

るようにしたのが「浜田の延焼速度式」である。

さらに、外壁モルタル塗りなどの防火的木造（防

火木造）、鉄筋コ ンクリート造（耐火造）などからな

る一般の市街地の延焼性状は、木造市街地に対す

る延焼速度を、防火木造では0.6、耐火造では Oと

して、その市街地の構造別比率（「混在率Jまたは

「混成率」）によって求められる。 この一般的な市

街地と純木造の仮定市街地の延焼速度との比を

「延焼速度比」という。

これからわかることは、ある市街地での延焼拡

大する恐れのない建物間隔は、その市街地がどん

基準延焼時速（m：風下の場合） な構造の建物がどんな割

些丘三JI建蔽率30%I建蔽率慨｜ 合でできているかによっ

寸了寸｜ 120 I 136 I て違う。極端な場合、全部

s.o 11 211 I 221 I が耐火構造であれば、理

12. o 11 340 I 323 I 論上間隔は必要ない （そ

図6 市街地の変遷（世田谷区の場合）

（火元建物内の （火元建物以外への

段階 延焼拡大の段階

図7 火災のf広大のもよう
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んな市街地は実在しないが・・・ー・）。浜田は、モデル

化した市街地で、 一辺 8mの木造建物が等間隔に

並んでいるとして、実大実験などを重ねたうえで、

風下方向の不延焼限界距離を、建蔽率2%とした。

仮にこのモデル市街地だと隣棟間隔が48.5mとな

り、かなり空き地が多い街区である。 この値には

相当量の飛ぴ火を考慮したとしているが、過去の

大火災の記録によれば、最長数kmという飛び火も

報告されているので一概にはいいきれない。

ちなみに、純木造の市街地が大火災になった場

合、どのくらいの速度で延焼拡大するかというと、

実大実験、過去の火災の実例などから、浜田は表

1を結果として示している。

実際には、全部の建物が純木造の市街地という

のは今では考えられないので、 純木造、防火造、

耐火造の建物の割合、すなわち混成率によってそ

の市街地の延焼速度は違う。 このように、実際の

市街地と純木造市街地との延焼速度の比、延焼速

度比でその市街地の延焼危険度を表すが、浜田は、

混成率から延焼速度比を求める図を作成した（図 8）。

6 東京消防庁の延焼速度式

酒田市の火災を紹介したところでも述べたよう

に、浜田の理論式に最近の街並みをあてはめた場

合、実際の延焼に比べてやや拡大し過ぎの傾向が

あった。そこで東京消防庁では、現代の市街地の

延焼性状をより的確に表現したいとの思いから、

火災予防審議会の学識者

の指導を得ながら、最近

の市街地火災の記録600

例ほどを用いて浜田の延

焼速度 式 を 補正する形

で、新たな延焼速度式を

確立し、今後の地震火災

を取り扱う上の方式とし

て採用することにした。

メッシュ： 03110! 5 

団
風向： ,0度
凪遭： 5.0・1・

．．：木造
・・：防火遁
・・：耐火遁
Eコ：延焼中
c:::J：備事ち

Lー」.！.！・
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7 延焼シミュレーションシステム

とこでちょっと話題を変えて、地震火災の延焼

シミュ レーションシステムの紹介をしてみよう。

伊1].a=0.2, b=0.3, c=0.5 

・2ι．きすヘ” は点Pに相当し．
延焼速度比は0.36である。

・・．
ーー・b

図8 市街地の混成率と火災の延焼速度比

延 200

焼

~§ 

離

(m) 

100 

一一 原式
新式

30 60 実測

時間（分）

図 9 新式と酒田大火実測値との比較

作業在通訳して下さい．

過 1時間00 分
延備面積：

31504. 7 ml 
延床面積：

30761. 5 ml 
．圧に要する
滑防隊数： 3 g" 

「一一一一一「
実行開始

表示 項目

風向・風速

延焼域訂正

延焼阻止線

区分図参照

穆動ズーム

実行中止

ちなみに、新延焼速度

式（「東消式」といってい

る）を酒田の延焼で検証

してみると、比較的よく

あっている（図 9）。 図10 延焼シミュレーション例示図
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前にも述べたように、東京に関東地震クラスの

地震が発生すると、700件からの火災が発生すると

予想している。それに対して、現在、東京消防庁

が所有する消防自動車のうち消火能力をもつもの

は500台余り、どう考えても火災 1件に 1台の消防

車さえ出場することもできない。そこでどうして

も、効率的な消防車両の運用、つまり消防活動上

の戦術が必要になる。そのために考え出されたの

が、コンビュータを使った地震火災の延焼シミュ

レーションシステムである。

このシステムは、市街地の各建物の形、構造、

主な道路などを表示したコンビュータ・ディスプ

レイ上に、出火場所あるいは災害現場からの火災

延焼の模様の報告内容、および当日の風向、風速、

さらには必要により待機中の消防隊を入力するこ

とで、以降の延焼拡大の模様をあらかじめディス

プレイ上で見ることができる（図10）。

その結果、適当なところで自然に焼け止まるこ

とが予想できるならば、消防隊の投入が不要にな

るかもしれない。一方、延焼が予想される地域内

の防災対策上重要な建物、施設などがある場合、

あるいはこのまま燃え広がると大きな被害に結び

つきかねないと判断されたときなどは、あらかじ

め延焼阻止作戦を展開する場所を定めたうえで、

何時間後に何隊の消防隊を集合させればよいか、

図II 震災時消防活動困灘区域図

26 

などが検討できるシステムである。

このシステムは、東京消防庁本部庁舎はもちろ

んのこと、各消防署でもそれぞれの管内の模様が

シミュレーションでき、本番に備えての訓練など

に活用されている。この延焼の計算にも東消式を

用いている。

8 災害に強い都市

今までは火災が発生して市街地大火に成長した

場合、その延焼が続かないためにはどんな街並み

でなければならないかを考えてきた。しかし、地

震火災だけではないが、火災の被害を小さくする

ためには、燃えにくい市街地であるとともに、消

火活動がしやすい市街地でなければならない。

「東京における地震被害の想定に関する調査研

究」（東京都防災会議）が予想している延焼拡大火

災127件は、消防カが不足するために消火しきれな

いばかりではなく、市街地の構造上消火活動がで

きないものも少なくない。東京消防庁の震災消防

活動計画では、震災時の消防車両通行可能道路の

幅は原則として6.5m以上、消防用水は消火栓以外

の水利、ということになっている。

図11をご覧いただきたい。「震災時消防活動困難

区域図Jと我々がよんでいる、震災時に消防車に
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9 都市に住む者の覚悟と知恵

日常の火災は着実に少なくなってきている。し

かし、人の生活習慣上、火災の危険はおそらく永

久になくならない。これが大地震であってはなお

のととである。

一方で、昨年中央防災会議がだした南関東直下

型地震に関する報告にみるまでもなく、都市直下

の地震の恐れも切迫しているとみられている。最

近の学説では、関東大地震級の地震は、それが発

生するだけのエネルギーがいまだ蓄積されていな

いことを理由に、ここ当分起きないであろうとい

われているが、折から今年は大正12年の関東大地

震以降70年。やや忘れかけられてはいるものの、

河角広博士の、いわゆる「69年周期説Jでは危険

期の真っ直中である。

幸か不幸か我々は、このところ大きな地震に見

舞われずにきた。筆者は、これは奇遇であって決

して喜ぶべき事柄ではないと思っている。なぜな

ら、「喉元過ぎて熱さを忘れるjの例えどおり、大

地震に襲われなかったのをいいことに、我々は街

づくりということに、少し大胆になり過ぎていた

なるほど、いまの建築物は関東大地震クラスぐ

らいでは壊れないだろう。火災も東京都や東京消

防庁が心配するほど発生しないかもしれない。し

かし、その恐れが市民の意識から払拭されない以

上、不安からの逃避など何らかの行動の引き金に

なることは、充分予想、できる。主人公であるべき

人聞がいなくなり、利用されなくなった建物群だ

けが残るような光景を、想像したくはない。

南関東地域は、関東大地震のような広域型の地

震より直下型の地震の発生がまず予想されている

が、筆者はこれをもっけの幸いと思っている。な

ぜなら、そのことによって、大規模な地震に襲わ

れる前に、防災意識の取り戻しと、現行の防災対

策の検証が期待できるからである。いつかは地震

災害に見舞われなければならない以上、方向修正

のためにはむしろ早い方がいいのかもしれない。

そしてそのときに、こんなはずじゃなかったと慌

てないですむように、市民、企業、防災関係機関

のそれぞれが、自分の防災環境をしっかり受け止

めたうえで、そのf交割をはっきり認識して、やる

べきことを積極的に進めていくこと、これが都市

生活者の覚悟と知恵ではないだろうか。

（にしかた くにお／東京消防庁警防部特殊災害課長

－前防災部副l参事）

27 



・93予防時報175

電線の短絡痕と
火災

伊藤允之

はじめに

火災現場で見られる電線の短絡痕には、火災の

原因となった一次痕と、火災によって発生した二

次痕に大別され、これらは火災の性状、出火原因

や出火場所を究明する上できわめて重要な資料と

なるため、従来から多くの人々によって研究され

てきた。 しかしながら、これまでの研究では、火

災現場から採取した短絡痕について、形状、大き

さ、光沢、粗度等、短絡痕の外観的観察に焦点を

おいたものが多く、科学的考察を加えたものが少

なかった。

著者らは、焼損状況の激しい現品から出火原因

を究明する場合に、短絡痕は大変有効な情報をも

っているとの考えから、短絡痕の研究を進めてき

研究に当たっては、電線の専門メーカーである

目立電線株式会社日高工場、日立電線株式会社金

属研究所、茨城大学工学部電気工学科、目立製作

所多賀工場（現目立製作所リビング機器事業部電

化機器本部）の 4者間で共同研究を行った。

研究のポイントは、溶けた銅が冷えるとき、急、

冷される場合と徐冷される場合とで、金属組織に

大きな差が生じるととろに目をつけて行った。

また、短絡痕を顕微鏡で覗いているうちに短絡

痕の内部には、大きさおよび発生する位置に差が

あるボイド（空気だまり）が発生していることに気

がついた。

さらに、二次痕の内部には、異物や炭化物の巻

き込みが発生している傾向が強いこともわかった。

以上、短絡痕の表面形態、金属組織、ボイドの

たところ、平成元年 6月、

タイミングよく東京消防

庁予防部調査課より「電

線の一次、二次溶融痕鑑

定方法に関する研究」と

題して受託研究の募集が

あり、これに応募し研究

を開始した。 図｜ 一次痕、二次痕の判別法
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形態、異物の巻き込み等について研究した結果に

ついて述べる。

2 表面形態と一次、二次賓との関係

従来から、 一次、二次痕を判別する方法として

図 1に示すように、一次痕は形状が球形で光沢が

ありすべすべしている、と一般的にいわれている

が、どれくらいの正確さがあるのか検討してみた。

検討用の短絡痕の試料は、東京消防庁管内の火

災現場から採取した22件のものを調査課より提供

いただいた。

写真 1

事故例｜ （一次痕）
．原因慨要

電話装置のビニールコードがスチール製本棚に挟まれ、経年変

化で被積が損傷し短絡した。

写真2

事故例 2 （一次痕）
．原因概要

器具コードが半断線で局部加熱して被覆を溶融させ短絡した。
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これらは、出火原因が明確で、かつ、焼損程度

が比較的軽微なものを選んだ。 これらのなかから

一次痕、二次痕の代表的な短絡痕の写真を、写真

1-3に示す。

これら22件の短絡痕について、顕微鏡観察、光

沢、平滑度、寸法、形状を定量的に調査し統計的

処理を行った。

その結果、表面形態で一次、二次痕を判別できる

正確さは約40%であり、この情報だけで一次、二次

痕を判別することは危険を伴うことがわかった。

3 金属組織と一次、二次痕との関係

火災時の周囲環境条件を考えると、一次痕発生

時には周囲温度は低く、 二次痕発生時には周囲温

度が高いことがいえる。そこで、溶けた銅が冷え

るとき、急、J令される場合と徐冷される場合とで、

金属組織に大きな差が生じることに目をつけ、図

2に示すように、短絡痕を急冷した場合（サンプ

ル a）と徐冷した場合（サンプル b）とで金属組

織にどのような有意差が生じるのか、冷却速度が

金属組織に与える影響について実験を行った。

写真3

事故例 3 （二次痕）
．原因概要

電気コンロの差込みプラグをコンセントに差込み、外出してし

まったため押入れの壁体ベニアに着火し電線が短絡した。
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1) 実験装置

図 3、写真4に管状炉を用いた実験炉を示す。

管状炉の中には石英管を通し、その両端をシリ

コンゴムで閉鎖し、内部に長さ 100～ 150mmに切断

した供試電線を電極A、B聞に取り付ける。

周囲温度はスライダックを用いて管状炉に印加

する電圧を変えることによって変化させた。

また、シリコンゴムにはガラスパイプを取りイ寸

け、 一方から減圧弁を介してガスを送り込むこと

によって、大気以外の雰囲気中で短絡痕をつくれ

a 

温

度

時間

図 2 冷却速度と金属組織

図 3 実験装置説明図

30 

るようにした。

2) 実験結果

短絡痕の冷却速度が金属組織に与える影響につ

いて実験した結果を、表 1に示す。

実験の結果、一次痕を想定して行った実験サン

プルaの金属組織は、写真5に示すように微細な

共品組織となり、二次痕を想定して行った実験サ

ンプルbの金属組織は、写真 6に示すように組い

（大きい）共品組織となった。また、鍋と酸化第一

銅の初晶が発生する可能性が高いことがわか っ

た。また、一度発生した共品組織は、火災熱（800℃

～ 1000℃）で再加熱されても金属組織には変化を

きたさないという利点があることがわかった。

4 短絡痘のボイドと

一次、二次賓との関係

短絡痕を顕微鏡で観察しているうちに、短絡痕

の内部にはポイドが発生していることに気がつい



た。 しかもよく観察すると、一次痕と二次痕では、

ボイドの大きさ、発生する位置に差があることが

わかった。

1) ボイド発生のメカニズム

図 3に示す管状炉を用いて、大気中、窒素およ

び二酸化炭素中でつくった短絡痕の中に発生する

ボイドの影響を実験した。 その結果、大気中雰囲

気でつくった短絡痕の内部には、たくさんのボイ

ドの発生があるが、窒索、二酸化炭素中ではボイ

ドの発生はほとんどなかった。

これらの実験結果から、短絡痕の内部に発生す

るボイドは溶銅と酸素が反応して生じるものであ

ることがわかった。すな

わち、ポイドは大気中の

酸素が溶融した銅に吸収

され、冷却時にガスとし

て再び分離するために発

生するものである。

2) 実験結果

酸素の吸収、溶銅の冷

却は、短絡痕の表面から

生じるため、短絡痕の周

囲温度が低く、冷却速度

が速いと細かいボイドが

たくさんできる傾向にあ

表 l 実験結果

サンプル
短絡痕作成条件

周囲温度 雰囲気

a 常温 大気中

b 800℃ 大気中

写真5 サンプルaの断面顕微鏡組織（x 320倍）
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写真4 管状炉実験装置外観写真

結 果

幸重短絡痕作成方法
銅と酸化第一銅 銅と酸化第一銅
の共品組織 の初品

¢0.5の電線に 短絡痕全体が微 銅の初品の成長

過電流（約 Ac 細な共品組織で はない。
30A）を流し洛断 占められてい

写真
させることによ る。
って短絡痕を作

5 

る。図3に示す
実験装置を用い

て作成した。
（急冷）

800℃、大気中に 銅の初品以外の 銀の初品の成長

てφ0.5の電線 マトリ ックスが が認められる。 写真
を洛断させる。 共品となる。 6 

（徐冷）

写真6 サンプル bの断面顕微鏡組織（×320倍）
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ることがわかった。一方、周囲温度が高く冷却速

度が遅いと細かいボイドが凝集し、まだ温度が高

い中心部に集まって成長していくため、大きなボ

イドになるイ頃向があることがわかった。

写真 7は、被覆付きの絶縁電線を都市ガスバー

ナーで炎がなくなるまで燃焼された後に、大気中

にて溶断させたものである。二次痕を想定して実

験したものであるが、短絡痕の中心部に大きなボ

イドが発生する傾向が多いことが確認できた。

写真 8は、電線を溶断された後、 0.33Aを通電

しながら、 200回スパークさせたものである。

一次痕を想定して実験したものであるが、細か

写真 7 サンプル Cの断面顕微鏡組織（×210倍）

写真 8 サンプルdの断面顕微鏡組織（×210倍）
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いボイドが多数発生する傾向が多いことが確認で

きた。上述した一次、 二次痕のボイドの差は、金

属顕微鏡観察で容易に判別することができる。

5 炭化物の巻き込みと一次、二次蜜との関係

1) 実験方法

短絡痕内部に炭化物の巻き込みがあるか否か

は、一次、二次痕を推定するのに大きな手掛かり

となる。本研究では、次の 3つのケースについて

実験的に短絡痕を作成し、炭化物の巻き込み状態

を検討した。

(1) 被覆電線を用い、被覆と導体を接触しないよ

うに配置し（図 4参照）、常温の大気中でAC9A 

を通電し、短時間で洛断させる

(2）被覆電線を600℃、大気中でAC9Aを通電し

短時間で溶断させる

(3）被覆電線を都市ガスで炎がなくなるまで燃焼

した後、 AC30Aを通電して溶断させる

2) 実験結果

短絡痕内部への炭化物の巻き込みについて検討

した結果、一次痕を想定した実験では、短絡痕断

面から炭素は検出されなかった。 しかしながら、

二次痕を想定した実験では、短絡痕断面から写真

9に示すように炭素を検出した。 一方、実際の火

災現場から採取した二次痕の調査結果からも炭素

が確認されている。

より線を一本だけ残して他は切断する

図 4 炭化物の巻き込み検討のサンプル



写真9 炭素の検出

XMAによる炭素の面分析像（白い部分が炭素である）

6 火災現場における短絡痕との比較

東京消防庁管内の火災現場から採取した短絡痕

について、実験で得られた金属組織、ボイドの形

態、炭素の巻き込みについて比較検討を行った。

その結果、実験結果と火災現場で採取した短絡痕

は、ほぽ同一形態を示していることが確認できた。

7 結果の検討

(1) 短絡痕に存在する銅と酸化第一銅の共晶組織

や初品の成長の有無が、一次、 二次痕の判別に

有益であることを見いだした。

すなわち、一次痕は常温付近で発生し、二次

痕は高温下で発生すると仮定して実験した場

合、一次痕では銅の初品の成長は起こりにくく、

ほとんどが微細な共晶組織で占められる。

一方、二次痕では共品組織が発生する前に銅
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の初晶の成長が生じるという特徴がある。

とれらの実験結果は、実際の火災現場で採取

したサンプルとほぼ同一結果を示していること

を確認した。

(2) 実験により、短絡痕に含まれるボイドは溶解

した銅と、大気中の酸素が反応することによ っ

て生じることが確認できた。

(3）短絡痕に生じるボイドの形態において、 一次

痕内部には細かなボイドがたくさん生じ、 二次

痕は、大きい球形ボイドが、短絡痕内部の中央

部に生じる傾向が多いことが確認できた。

(4）炭化物と接触しながら短絡痕をつくった場合

には、短絡痕の内部に炭化物を巻き込むことが

実験的に確認できた。

8 まとめ

短絡痕の金属組織において、共品組織の多少や

銅の初品の成長の有無は冷却速度の速い、遅いに

関連しているため、一次、二次痕を判別する手段

として大変有効である。

また、短絡痕内部に発生するボイドや短絡痕の

表面形態は一次痕、二次痕により特徴的な面をも

っており、金属組織、炭素の巻き込みとあわせ総

合的に検証を行えば、かなりの正確さで判別が行

えることカfわかった。

以上、短絡痕について科学的考察を加え研究を

行ったが、今回の研究では検討サンプルが充分で

なかったため、さらに検討を重ねる必要があった。

このため、研究結果報告後、引き続き東京消防

庁調査課では、現場のサンプル採取を行い、表面

観察と金属組織等の比較検討が進められており、

より高い確率の判断が今後得られることになると

思われる。

（いとう ちかし／目立製作所リビング機器事業部電化機器本部

フィ ルド品質保証センター副センター長）
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｜ 座談会

在日外国人に対Tる
自治体の安全防災サービス

〈出席者〉太田昌治 藤沢市都市親善委貝会事務局／藤沢市市長室企画政策担当

北津潤一 太田市企画部企画調錦国際交流係長

河野久美子 東京都港区糊部防災課防災計画技

松村和久 足利市企画部秘書課国側係長

（司会）赤木昭夫 慶応鰹大学教授／本誌編集委員

21世紀に向け、国際受流がますます深まるなか、

在日外国人の数は年々猶加している。また、欧米

諸国にとどまらす、アジアや中近東から日本にく

る人も構加の一途をたどっている。これらの外国

人が集中する地域では、数多くの言語が飛び突い、

さまざまな生活習慣が入り交じる、いわば多国籍

の状況が現実に生まれつつある。受け入れ側の自

治体も、医療、徳祉、防災などの対応策を講じる

必要にせまられている。

今回は、多くの外国入居住者を抱える関東の自

治体から担当者をお招きし、外国人を対象とした

安全防災サービスの実状や、市民との融和をどう

図っていくかについて語り合っていただいた。

司会（赤木） 今日のテーマは、「在日外国人に

対する自治体の安全防災サービスJということで、

日ごろから自治体でこのお仕事に携わり、立派な
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成果を挙げていらっしゃる地域の方にお集まりい

ただきました。これまでには、いろいろなご苦労

があったと思いますが、そのご苦労を中心にお話

をうかがいたいと，思います。

最初に足利市の松村さんから、足利市という町

が国際化という波をかぶり始めたのはいつごろか

らか、お話いただきたいと思います。

松村 足利市の人口は16万8,000人、中小・零細

企業が多い町です。そのため、雇用の関係で外国

人がたくさん足利市に集まるようになりました。

平成 2年の入管法の改正に伴って、平成 3年 ぐ

らいから特に急増してきました。平成 2年には800

人台だった外国人登録者数が、 平成 3年になって

約 2倍になり、その後も増え続けて、現在2,200人

程度になっています。

司会 太田市の場合はいかがですか？

北海 太田市の場合は、市内あるいは隣の大泉

町に、それぞれ富士重工や三洋電機という大きな

企業があります。自動車や弱電業界は関連中小企

業のすそ野が広いものですから、その関係上、外

国人労働者を受け入れる素地があったわけです。
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入管法改正以前の状況は、昭和58年ぐらいまで

は在日緯国朝鮮の方、それから、フィリピンの女

性が増え、入管法改正のちょっと前ぐらいから、

パキスタン、バングラデシ ュの方が急に目立つよ

うになりました。入管法改正後は日系のブラジル、

ペルーの方が爆発的に増えました。現在は、南米

系、そして大企業への中国人研修生、やはり企業

関係でフランス人と、太田市の14万3,000人の人

口に対して、4,000人を超える外国人がいるという

状況です。

河 野 港区は、今、日本人の人口が15万人強、

それに対して外国人は 1万2,000人前後で、ここ10

年ぐらい横這いです。

幕末から外国人が住んでいた地区なので、こと

さらほかの地域のようなことはないですね。外国

人の方から見ると、特別な目で見られることなく

暮らせるということで、ここに住んでいる人が多

い。歴史が古いので、外国人が住みやすい環境に

なっているのですね。外国人のための商品を扱う

大きなスーパーマーケ ッ トなどもありますし・1

ですから、港区では外国人が住んでいるのが当た

り前という状況です。

企業の本社機能が多く、そうした企業の支配人

や支社長など高額所得者が多いという特徴もあり

ます。 それと、家族のある人は、外国人専用学校

への通学パスの経路に当たるということで、この

地域を選ぶ人が多いようです。
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太田 藤沢市の状況を説明しますと、人口が約

36万5,000人、外国人の登録者が5,738人、 55か国

の外国人が在住しています。

このなかで特に顕著なのが、南米3園、ぺル一、

アルゼンチン、ブラジルです。 5年前には36人だ

ったのが現在では3,443人、大雑把に言えば100倍

です。 4ケタの数字ともなれば、何かと問題は生

じてきます。

司会 外国人が増えることによって起きた問題

というのは、どんなことだったのですか。

太田 一番最初に問題になったのは、ゴミの出

し方の問題でした。 4年前になりますが、町内会

単位でゴミの管理をしていて、外国人が毎日ゴミ

を出して困ると苦情がでて－一。本人たちは知らず

にやっているので、説明しようとしたら、言葉が

通じない。 そういう問題が随所で起きました。

それで、簡単な説明書を急いでつくったのです。

スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語と 4

種類つくって、一番必要と恩われるゴミと医療関

係、火事 ・地震に関する説明を入れたのです。 そ

れから、苦情はぐっと減りましたね。

その後、生活ガイドブックという形でいろいろ

とっくりました。今では予防注射から、救急車、

病院の通訳ボランティア、教育部門など、かなり

揃っています。外国人相談も 3年前からスター卜

して、現在は 3人が担当しています。保育園の案

内など、 3か国語から 6か国語ぐらいの資料をつ

くっています。

司会 足利市ではどうでしたか？

松村 やはり言葉の問題ですね。スペイン語、

ポルトガル語圏の人が市役所の窓口に押し寄せて

きたのです。英語は職員もかなり堪能になってき

ていますけれど、南米系の言葉についてはなかな

か対応が難しいのです。

足利市の場合は、国際化対応、国際交流という
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観点から、昨年の 4月に秘書課に国際係を設置し

て、外国人相談窓口も同時に設置しました。スぺ

イン語、英語、中国語、ポルトガル語で相談に応

じられるようにしました。この 1年間で1,700件 を

超す相談に応じてきましたが、外国人登録はもち

ろん、税金関係、警察への連絡、国民健康保険の

手続き、公営住宅への入居など、外国人に対する

サービスが次第に形になってきました。

北海 太田市では、最初はバングラデシュやパ

キスタンの人に対して、人種偏見が多分にありま

した。 肌の色も違いますし。ですから、あらぬう

わさが立ち、それに尾ひれがついて、その人たち

の安全と、逆に太田市民の安全、治安の問題が議

会で採り上げられたこともあります。

こうしたことがきっかけで、我々も企業との連

絡調整とか、あるいは外国人とのつき合い方につ

いて、市民に対してどのように啓発すべきか、と

いうようなことを意識し始めたわけです。それが、

平成 2年以降の大きな課題になったと思います。

河野 港区は繁華街を抱えています。六本木や

赤坂など夜の飲食店街で働く外国人の場合は、居

住者とはちょっと状況が異なるのです。いわゆる

食堂やレストランなどの従業員はほとんどが外国

人で、消防署の話でも、店長だけが日本人という

ケースが多いといいます。残りの従業員は全員日

本語がわからない・1 ですから、消防訓練に行っ

ても、身振り手振りで指導をするしかない。

在住者対策より、これらの経営者および従業員

対策をどうするかということが一つの問題として

でてきています。一つの大きな工場などでしたら

統制がとれますが、無数の何千という飲食店に数

人ずついる場合、どう対処してい くかが今後の諜

題となっています。

さまざまな局面で

外国語によるフォローが必要

司会 交通事故や災害に絡んで、外国人ゆえに

気をつけなければならないこと、あるいは実際に
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起こった問題はありますか？

河 野 ちょうどイラン ・イ ラク戦争が起こる前

年になりますが、クウェート大使館から「地震に

ついて話を聞きたい」という要望があって、区で

説明に出かけたことがあります。あちらの方にと

って、地震というと建物崩壊がどうしても思い浮

かぶようですね。大使館はしっかりした建物なの

で「火災さえ広がらなければ、 地震があっても大

丈夫です」と説明しでも、「どこに逃げればいいの

か」「大使館の中だと何階が一番安全か」など大使

自ら先頭に立って確認されるのです。 とにかく外

に出ること、避難という考えが第ーなのです。外

国人の場合は、この考え方がとても強いですね。

司会 その場合、「建物は大丈夫だからjと説明

なさるのでしょうが、それでもなかなか納干辱して

もらえない場合は、「避難場所はこうなっているJ

ということも、教えるわけですね。

河野 ええ、それはします。 それと、外国人用

にパンフレットもつくっています。昭和57年に英

語でつくったものですが、地震がない国からきた

人は、当然、地震の仕組みを何も知らないし、ま

ず地面が揺れるということがわからないのです。

そこで、パンフレットは、「地震というのはこうい

う仕組みで起こるのだ」ということも含めた内容

にしたのです。

太田 災害ではなく医療に関することですが、

救急車に 6か国語の確認用紙をつくって、常備す

るようにしています。救急隊員はほとんど外国語

を話せません。患者が日本語がわからなかった場

合、「あなたはどの言葉ですか」と、その 6つの中

から選んでもらい、簡単な状況が把握できる質問

を用意してあります。本人がもし意識不明でした

ら、そばにいる仲間に見せて、名前や、いつから

痛くなったか等を確認するのです。

予防注射でも教育面でも、こういった用紙をだ

いたい用意していますね。そうせざるを得ない状況

になってきているというのが実態だと思います。

司会 交通問題ではいかがですか。

松村 在留外国人のなかに車を所有する人が増

えて、その分、事故も増えているようです。
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足利の警察でも、研修会を外国人対象に行うと

か、パンフレットをつくったりしていますが、交

通事故を起こしたり違反した場合に、言葉がわか

らず、調べよう がないというのは増えていますね。

警察からよく協力要請があります。

市役所では、スペイン語、ポルトガル語、英語、

中国語をカバーできます。 また、ボランティアで

市に登録しているメンバーと、国際交流協会に登

録しているメンバーを警察に紹介できます。

ところが、パキスタンのバンドゥ一語などにな

ると通訳がいないのです。 そうすると、警察でい

ざ調べるときに調べようがないというので、相当

悩みを抱えていますね。

北i畢 交通事故死した場合は、宗教も絡んでき

ます。 どのような葬儀をしたらいいのかとか・1

行政は、よほどのことでなければ手を出せません。

勢い、ボランティアの人、あるいはキリスト教会

関係の人とか、民間の人のお手伝いが必要になる

場合がたくさんでてきます。

太田 もう一つの例として、海水浴場がありま

す。「今日は波が高いから泳いではいけないJとい

う表示をすると、日本人はみんなわかっているか

らそれを守ります。 ところが、外国人は言葉がわ

からない、その表示もわからない。 しかし、高い

波を楽しみたい人は、どんどん海に入っていくわ

けです。

それを制止すると、「なぜ制止するのだ。私が個
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人で泳ぐのに、なぜあなたが止めるのか。あなた

はどういう身分か」と言います。 そして、一人が

海に入ると、みんな入ってしまう。何か事故があ

れば大変だということで、行政側としては制止す

るわけです。

結局どうしたかと言うと、海岸に何か所も、何

か国語かの掲示を出して、「遊泳注意という表示が

出たときは、この中で泳いでくださいj、あるいは

「赤の旗が出ているときは一切禁止です。どなたも

泳げません」などと第 1段階、第 2段階と分けて

説明のチラ シをつくった り、看板をつくったりし

ています。海のある市としては、こんな問題も起

こりますね。

ボランティアの力がますます必要

司会 外国人に対するサービスでは、 言葉の問

題がまずあるわけですね。 これは、結局、みなさ

んどう解決なさるわけですか。言葉ができる職貝

を採用する、しかし、それだけではとても間に合

わないから、市民のボランティアでいかに補うか

と、どこもそういう方向なのでしょうか。

松村 行政といいますか、職員がすべてに対応

するという考えよりも、市民こぞってこの国際化

に対応しようじゃないか、そういう動きですね。

行政と公共性の強い市民団体、たとえば、去年

できた足利市国際交流協会と連携プレーをとると

かですね。 そういう動きは、今、盛んになってき

ています。 ボランティアの方などの協力を得なが

ら、市民サイドでも積極的に国際化とか国際交流

の流れに対応できるようにしています。

もう一つは、日本で生活している以上は、外国

人も日本語を勉強するべきだという動きも強く打

ち出しています。日本語講座とか、日本語教師の

養成講座なども、まだヨチヨチ歩きですが、始ま

っています。

河野 ボランティアに応募される方は、結構い

らっしゃるわけですか。
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ええ、多いですね。市のほうに登録して

いる人だけでも実質50人ぐらいいますし、協会の

ほうでも動き出しています。一人で 2か国語、

か国語を話せる人もいて、延べにすると100人ぐら

いはいます。ただ、いつでもいいという人は限ら

れています。 日曜日ならば協力できるとか、普通

の日の水曜日ならばとか、夜ならばとか。 まだ充

3 

松村

分とは言えませんね。

ボラ ンティアについては、ほかの自治体

河
野
久
美
子
氏

が、去年、ブラ ジルの人を集めてカラオケ大会を

催しました。ブラジルの人が市民会館を全部埋め

の方はどうなさっていらっしゃいますか。

藤沢市では、市民病院での活動、治療の

関係の通訳ボランティアを制度化して 2年たちま

す。病院専門で、スペイ ン語、ポルトガル語、中

国語、マレ一語、韓国語など6か国ぐらいの通訳

が24～25人います。市役所のほうでは生活相談を

専門に行っていて、ポルトガル語、

司会

太閤

プラジしかも上手でした。

ルの優勝者まで呼んできました。

まして、にぎやかで、スペイン語、

英語、中国語をカバーしています。

司会 ボラ ンティアをなさって くださる方とい 青年会議所や商工会議所でも、外国人を雇用し

ている企業主が集 まって運動会をやったり、イ ン

ターナ ショナル ・フェアをやりましたが、太田市

国際交流協会も協賛しました。 とにかく外国人と

うのは、どういう方が多いのですか。

松村 サラリーマン、経営者、若い人といろい

ろです。昔、中国で生活していたとか、

10年いたとか、そういう人はやはり腕を振るう場

ドイ、ソ』こ

市民に意識づけをしともに暮らすということを、

fこし） 0がほしいわけですよ（笑）。

ですから、機会があればお願いするほうが、 日本の生活習慣を知ってもらうこ外国人にも、「，浄
」

とを、大きな地策として打ち出したりもしていま

言葉を理解しても らうことも必要ですから、

日本人にはポル

す。

本人の自己実現にもなっていいわけですね。活躍

の場なのです。あるいは、留学していた人で足利

市に帰ってきたとか。 どこの都市でも増えてはい

ると

とになっていますね。 いろいろな事業が進められ

ていますが、我々も平成2年度から参加して、災

害弱者対策のーっとして外国人に対する防災対策

iダ • :',, •• '::,.,,t れ／·~；，，~4討議｜
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強化を進めています。

そこで最初に考えたのは、日本人社会への融和

です。 日本人の場合は、防災自主組織が町会とオ

ーパーラ ップしながらできています。 その組織を

対象に訓練等もやっていますし、補助金等もだし

先ほど北津さんからもお話がありました

が、外国人が増えるなかで、地域の生活を安全に

快適にするために、日本人も相当に意識を変えな

司会

いといけないと思います。とれについては、自治

体として、どういう呼びかけをそれぞれなさって

いるのでしょうか。 ているわけですね。外国人の場合は横の連携があ

これを何とか日本

日本語講座等も当然やりますし、

トガル語講座を設けたりしています。

河野 日本が提唱して国連で決議されたのです

が、 20世紀最後の10年が国際防災の十年というこ

まりないわけです。私どもは、ほかの自治体でもやっていると思います::lti・
38 



入社会に同化させて、日本人の防災自主組織、い

わば町会みたいなものですが、そこに入って一緒

に活動してもらうことを目標として活動していま

す。今は外国人間のネ ッ トワークもないので、その

ネッ トワークづくりから始めていると ころです。

たとえば地震関係ですと、地震のない北欧の人

などは非常に強い関心をもっています。昨年、東

京の北区で地震体験等ができるところにパスツア

ーを催しましたが、非常に大きな反響がありま し

た。 また、昭和62年に東京都と都心3区合同で総

合防災訓練をしたときに、横浜などから500人以上

集まったこともあります。

」柏戸…～ぷ，J
司会 ところで、みなさんの一番の悩みのタネ

は、結局、最後には地方自治体が面倒をみなけれ

ばいけないということだと，思います。みなさんか

ら国に対する要望がありましたら、お聞かせいた

だきたいのですが。

太田 この数年感じているのは、やはり市の経

済負担ですね。外国人が個人で支払えない医療費

等の福祉的な問題です。

離師時星量得議書臨時議fl時照信九
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かを研究しています。外国人が医療費等の支払い

ができなくなった場合、市と県で相当部分肩代わ

りするということで研究を進めて、ほぼ合意に達

しているということを聞いています。いずれにし

ても、それが一番大きな問題ではないかと思って

います。

北海 国に対していうと、地方自治体という の

は、言葉は悪いですけれど、すべての面でいろい

ろな尻拭いをしなければならない。国の法的な整

備ではカバーしきれないものを全部、 地方自治体

が試行錯誤しながら対応しているわけです。毎日

毎日が現実対応です。

そういう状況があるということで、 2年前に総

務庁から 2回ぐらい調査にきました。そのときに

言ったことは、「国が一番怠慢じゃないか」と。地

方の実態を見てから動き始めるのは仕方がない。

しかし、外国人問題が顕在化している地域が日本

でも特定の地域ということで、なかなか重い腰が

あがらない。たとえば東海地方、名古屋方面とか、

群馬とか…。国のお役人が机上の判断でやってい

る部分が多いのではないか、と苦言を呈 したこと

があります。

現実問題として、我々は、一人の人聞が目の前

で困っているときに、何をすればいいのかという

綜幾層桜晶議議幹事み霊泉星野!P.t•1· ,, 生活そのものが、 普通に

健全に動 いているときに

は、そう問題はない。 と

ころが、その生活基盤が

崩れてしまって、失業、

病気、事故といった場合、

生活を支える方法を どう

するかというときに、市

の レベルで相当、面倒を

みなければならない。そ

のときに、どこまでみれ

ばいいのか。

齢制運鰐鮫唖盤轡鱒1鱒惣盤響機

神奈川県では、今、生

活保護 とか医療扶助を、

県としてどうカバーする
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問題を抱えているのです。そして、 その人が不法

滞在になっている場合と、合法的な場合という違

いもあります。合法的に滞在している外国人は、

一般市民と閉じような権利 ・義務を持っているわ

けですね。ですから、納税者という観点からも、

税金を払っていればそれなりの恩恵を受けてしか

るべきだということなのです。

松
村
和
久
氏

自分たちで言葉の問題など、いろい

ろ不利な問題を解決しなければなりません。その

上で、行政としては、日本の市民と平等な観点で

接していかなければいけない。 さらに、少し進ん

で、手厚い手当てをしてあげなければならない部

分、あるいは必要以上にはやらなくて自助努力に

期待する部分、両方あると思うのです。

もちろん、

言うのです。イタリア大使館とフラ ンス大使館が、

目黒区と港区の担当になったから、災害が発生し

たらこの避難場所に私たちは行く。 そして、どこ

にだれがいるということ を区のほうへ連絡する。

そこをい

つも見極めていきたいですね。

防その場合、どこへ連絡したらいいか、区長か、

災課長かという質問があったのですね。

ところが、我々にはとてもそんなことはできな

い。数万人ないし数十万人が被災した場合に、そ

もそも電話も使えるかどうかわからないという話

をしたのです。「じゃあ、どうなるんだ」と一・。大

使館関係者以外にも、オーパース テイや密入国の

外国人も入って くると思いますが、そうした人び

とに対しての体制を、市町村レベルで整えなくて

いわゆる下町と呼ばれる所に居住してい

る外国人の方は、所得も少なく暇もないという人

が多い。時間的な余裕のある人でないと、訓練と

か研修会ですとか、先ほど申し上げたパスツアー

河野

などにも参加できないのです。それと居住者だけ

ではなく、旅行者、短期滞在者の問題ですね。具

はならないのかどうかという問題です。東京都に

問い合わせると「そこまで考えてないJ、外務省は

「関係ありませんJという答えでした。 この問題は

宙ぶら りんになったままなのです。我々の災害時

向けの備蓄等は被災人口のためのものですが、そ

のなかには外国人のためのものは含まれておりま

一つの考えとして、そうした外国人を一緒にカ

バーできることとして、たとえば成田とか横浜で、

入国時に情報を提供してほしいということです。

これは地方自治体ではできない。国レベルで、簡

単な印刷物 1枚でいいから、いつ起こるかわから

ない地震、火災などの自然災害、人為的災害の対

体的にどうしたらいいか、随分考えました。

せん。 そういう問題を国はどうするのかを示して

いただきたいと思うのです。

外国人相談をやっていると、足利市が中

小・零細企業の多い町であるとともあって、労使

のトラブルがあるわけですね。 そうすると、監督

官庁は労働基準監督署になるわけです。解雇なり

松村

処法だけでも知らせてほしいのです。

「日本ではこうなっている、こうしなさいJとい

う簡単なチラ シでいいから、入国時点で全員に配

りたいと考えたのですけれども…。

もう一つ、港区は大使館関係が多いのですね。

仕事がなくなった段階では、職業安定所。 これも

国の組織ですよね。それから、警察、県の関係の

数年前のことですが、イタリア大使館の方がお見

えになって、 EC諸国で災害時の役割分担をしたと
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労政事務所など。 ところが、そういうところにサ

ビス、特に言葉をカバーする体制が欠けている

のです。

市町村は行政として必要に迫られて、外国語の

堪能な職員を配置したり、市内のボランティアを

お願いしたり、いろいろな苦心をしているわけで

す。 しかし、外国人が一番頼りにしている肝心の

セクション、国の機関の地方事務所等に外国語に

堪能な人がいないのです。むしろ、市のほうから

応援するケースが相当あるのです。やはり遅れて

いるなという感じがします。

司会 自治体での外国人に対するサービスの在

り方として、それぞれどのようにあるべきか、考

え方を聞かせてください。

松村 外国人と市民との、ある面では在留外国

人も市民と言えるのですけれど、その交流を日常

的なものにすることだと思います。お互いにふれ

合える環境が自然にできたときが、彼らにとって

も住みやすい町になるということですね。安全面

も、そうしたなかから解

決していくのではないか

と思います。隣の日本人

とふれ合いができていれ

ば、火事が起きょうと、

地震が起きょうと、慌て

ずにすむと思います。

外国人が孤立化してい

くということが一番怖い

わけですよね。ですから、

それカfないようにいろい

ろな角度から、行政から

も動く、国際交流協会か

らも動くと。ちょっと抽

象的ですけれど、そんな

感じがしています。
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北海 市政全般、たとえば、教育、住宅、保険、

税金の関係、健康面、すべてにかかわる問題につ

いて、どの市町村もやっていらっしゃることです

が、それをいかに差別なくやっていけるか。

その大前提となるのは、やはり日本で暮らすの

だから、言葉も多少なりとも覚えてもらわなけれ

ばならない。我々はその手助けをしてあげられる。

生活習慣や宗教の違いなどで誤解も生じますか

ら、そういう誤解や偏見をなくすためにもコミュ

ニケーションを大事にしていきたい。

そういう意味で市町村のやるべきことはいっぱ

いあると思います。それを安心してやれるように、

国のほうからもいろいろな指針をだすとか、援助

をするとかしてほしいと思いますね。

太閤 生活が安定するための基盤というのは、

やはり近隣社会と言いますか、隣近所の生活がま

ず重要だと思うのです。いろいろな生活の場面の

なかで、孤立とか、差別 と言ってもいいのでしょ

うけれども、そういうものカfなくなるように。

日本人と違っているところがむしろおもしろ

い、楽しいという感覚でとらえられるようになれ

ばいいと思うのです。 地域で安心してみんなが仲

よく暮らせるような方策を市民がとる。それは、

行政が旗を振ってやるという問題ではないと、私
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は思います。むしろ行政があまり出ないですむよ

うな社会にすべきであって、それをするにはどう

したらいいかということを、市民も行政もみんな

が考えていくことが必要だと思います。

私は、国際交流や姉妹都市が直接の担当ですが、

普段着というか、草の根の交流なり、相互理解を

深めることが大切だと思いますね。行政は全生活

場面にわたっていますから、外国人の問題という

ものを、一つのセク ションでとらえるのではなく、

それぞれのセク ションの職員全部がそういう理解

のもとに動き出すことが必要だと思lいます。そう

すれば相当な力を持って市民にアプローチできま

す。市民の理解が深まり、浸透していくのではな

¥,lカもと・・・。

I~＂＇ ,, ＇＂同ぷ説明 ！
,-.-> ；泌さ＂j淀

松村 国際化とか国際交流を自治体で採り上げ

て動き出したというのは、まだ日が浅いでしょう。

ただ、現実に外国人がその地域に留学したとかホ

ームステイしたとかというのは、もう長い歴史が

あるわけですね。足利市においても、ロータリ ー

交換留学生とか、ライオ ンズ、青年会議所関係、

ボーイスカウト、ガールスカウトとか、いろいろ

なところに、早くから慣れた人がいるのです。 そ

ういう人たちのノウハウというか、パワーも充分

生かしていくことが大切です。何でも行政で包ん

でしまう、そういうことは必要ないと思います。

自然な形で外国人と日本人がつき合う。そうい

うことに慣れて、日常化している人が現実にいま

す。来たら、冷蔵庫で好きなものをつくって食べ

て帰れ。寝るところはあそこだ、とか簡単な指示

でホームステイしている家庭も、ずいぶん増えて

いますね。

河野先ほどからのお話は、行政として自治体

が外国人にどれだけ、どういうことができるかと

いうお話でした。 それとは逆に外国人の側でボラ

ンティアをしたいという方々がいて、その受け入

42 

れができないという問題もあります。 いわゆる国

籍条項があって・1

日系のペルーの人で、日本の企業に勤めていて、

日本語は普通にできる方がいました。 その人が、

たまたま昼休みに歩いていたら、消防署の前で消

防団員募集ののぼりが立っていた。ぺルーには常

勤の消防署員はいなくて、ボランティア登録して

いる一般人が、出動して火災を消すのだそうです。

それで、自分も何回もそうやって消した経験があ

るということで、「じゃあ、自分もやりましょうJ

と話に行ったら、国籍がペルーだとわかった途端

に何か態度が暖昧になったというのです。だめな

らだめと言ってくれるならまだあきらめるのだけ

れど、「上司に聞いてから、 …・・・」で、うやむやに

なってしまったという話があります。それで、本

当にだめなのか、と区のほうに問い合わせがあっ

たのです。

そのぺルーの人は、「消防団員のほうが受け入れ

に困るからJと言われたということです。我々が

消防署に尋ねたら、消防団員が閤るだろうという

ことも理由の一つだと言われました。 ただ、消防

団員の方に聞く と、 r~）や、むしろ港区の場合は外

国人がいっぱい住んでいるのだから、近隣で火災

が起こ った場合に、広報を設置するのにいてもら

ったほうがいいんじゃないの」という声もあった

のです。

松村 プラス志向で考えれば、そういうことで

すよね。

河野 やはり役所の体制がなかなか変わってい

かないという部分があるように思います。

太田 その意味では、たしかに市の職員の理解

が一つの壁になっています。 こういう仕事をして

いますと、みなさんもお感じだと思いますけれど。

河野 ええ。私なども、防災課を10年 ぐらいや

ってきましたが、役所のなかにも、支援する必要

はない、日本にいるんだから日本語をまず勉強す

るべきだ、という意識をもっている人が多かった。

最近は口にする人はあまりいなくなりましたけれ

ど・・・。

太田 日本の優位意識みたいなものが、ある面



では少しでていますね。

河野 国が一番冷めていると感じますよ。 外国

人を受け入れてきているわりにね。直接、接して

ないですから。住民や外国人と接しない人たちほ

ど冷ややかです。

司会 外国人の自助努力というのもやはり必要

だろうと思うのですが、保険をつけて万一の場合

に備えるというのも一つの自助努力ではないかと

思います。実際に、来日している外国人の方で、

事故や病気の場合に保険をつけて、きちんと備え

をしている人はどの干呈度いるのでしょうか。

松村 傷害保険に入っているケースは多いです

よ。会社がむしろそういう指導をしているケース

も多い。普通の民間の保険ですと、入院の場合は

1日3,000円とか、通院の場合は1,500円とか段階

的にありますね。 そういう保険に入っている人は

増えています。保険の相談をしていて、国保のつ

もり でいろいろ話をしていると、「入っている」と

言うのです。 よく聞いてみると民間の傷害保険な

のです。そういうもので本人は安心しているわけ

です。 そして、いざ病気になったときのこ とをい

ろいろやりとりすると、 「それは知らなかったJと
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一。そういうケースはずいぶん多い。

企業がそういう指導をしているとか、ビザの期

間とかを勘案して労災などを設定しないでいる場

合の代替として、民間の保険でやっているという

ケースが多いですね。ですから、いざというとき

に大変な場合があるなと感じているのです。

北海 中国からきた人で、交通事故を起こした

という例があります。保険に入っていなかった。

運転していて、自分のほうが悪くて、こちらもけ

がをしたが、相手のほうも車はかなりひどくいた

みました。たまたま、相手は会社の車だったので

すが、保険会社同士の話でいろいろやったが、話

が通じない。それで、通訳の人が間に入ったので

すが、それでもわからず困ったり・コ

保険に対する認識は少しずつ増えてはいます。

しかし、南米系の人たちがかなり市内を走ってい

ますが、あの人たちは保険をかけているのかと、

みんな心配していますね。 そういう人々に対して

のPRは、当然、必要だと思います。でも、そう

いう人たちは、お金を稼ぎにきているわけで、お

金を出すことはあまり好まない。そのあたりをど

う埋めていくかという課題もあります。

河野 昭和62年に、パンフレッ トをつくる際に、

どういった問題があるかということで、ほかの地

域に問い合わせをしたことがあります。有楽町の

ツーリストビューローで聞いた話ですが、ある外

国人が日本に 1か月ぐらい滞在するというのでア

ノTートを借りたら、そこが火災に遭ってしまった

ということがありました。向こうでかけた保険だ

と思うのですが、その保険の書類に記載しなけれ

ばならないのだけれども、消防署の人が英語で記

載できないということで、仲介の労をとったこと

があるという話でした。ですから、火災とか疾病関

係は入っている人は多いのではないでしょうか。

司会 幸い、ここまでのところは関東地方で大

きな災害がありませんから、外国人の方も比較的

安全に暮らしています。しかし、本当に何か大き

な災害でもあったら大変なことが起こるのでは

と、ちょっと心配ですね。今日は、どうもありが

とうございました。
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l廃棄物の減量化とリサイクル阿部晶 l

リサイクルの現状

廃棄物には大きく分けて産業廃棄物と一般廃棄

物があり、リサイクルの仕方もそれぞれ異なるの

で、以下、できるだけ二つに分けて話を進めるこ

ととする。

I ）産業廃棄物

産業廃棄物の処理・処分フロー

（平成2年度）（単位：万 t／年）

15,500 

図 1に、排出された産業廃棄物のうちどれだけ

が処分やリサイクルにまわるかを示す。

平成 2年度時点で排出されたのが39,500万t、こ

のうちリサイクルされるのが15,100万t、中間処理

で15,500万t減 って、残り8,900万tが埋立などで処

分される。

再生利用量合計
15,100 

8,800 

6,300 

2）一般廃棄物

図 l （出典 ・厚生省が平成4年度に実施した調査結果により作成）

家庭ごみやオフィス紙

ごみ等の一般廃棄物の発

生量（平成 2年度）は約

5,000万tであり、これら

は焼却等により量が減

り、最終的に処分された

のが1,700万t、リサイク

ルしたもの（資源ごみ、

粗大ごみ等から鉄、アル

ミ等を回収し、資源化し

た量）が170万t弱となっ

ている。
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2 リサイクルの必要性

リサイクルの必要性は、大きく分けて次の三点

に集約できる。

I ）ごみの増加

第一に、ごみの増加に対応できなくなってきた

ことである。産業廃棄物についてみると昭和50年

度から平成 2年度の15年間で2.36から3.95億ti年

と67%も増加している。また、現状で毎年10億tの

建設構造物がストックされているといわれ、これ

らは、いずれ廃棄物としてこのスケールででてく

ると予想されている。一般廃棄物も15年間で10数

%伸びている。しかも、この 5年間で急に伸びて

いる。

一方、既存の焼却施設 ・最終処分場の処理能力

は限界にきている。上述したように、 39,500万tの

うち8,900万tが最終処分場にまわるが、 1都 3県

の最終処分場の残存容量が昭和61年度の2,017万

m’から平成元年度の714万耐に急減するなど処分

場は逼迫している。 また、処理処分の費用は今後

も増大すると予想、される。

2）資源の有効利用

資源、は有限であり、この地球上で将来の世代に

わたって生存していくためには、資源の有効利用

が不可欠である。日本は、鉄鋼石は99.7%、アル

ミニウムは97.7%を海外に依存しているような資

源小国であるから、省資源 ・省エネルギーに努め

る必要がある。

リサイクルによって、金属等の資源の損失を防

げるだけでなく、スクラップから製品化する方が、

製造エネルギーが小さくてすむので、石油資源等

の節約にもなる。鉄鋼（鉄鋼石と鉄くずの比較）

で約60%、紙パルプで70%、アル ミニウム（ボー

キサイトからでなくアルミくずから）で95%もの

エネルギーの節約になる。

熱回収も一種のリサイクルであり、これを行え

ば化石燃料の消費を減らすことができるから、エ

ネルギー資源の無駄遣いも防いでいることになる。

3）環境保全

環境汚染あるいは環境への悪影響は、人間活動
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が自然の浄化能力を超える排出物をだしたために

引き起こされるのであるから、これを防ぐための

根本的解決法は、排出物を減らすことである。廃

棄物になるようなものの発生を減らすことがまず

第ーであるが、その次の手段として、リサイクル

によって、最終的に廃棄されるものを少なくする

ことが重要になってくる。

リサイクルは大気汚染、水質汚濁、廃棄物等の

国内問題への対応策としても重要であるが、昨今

話題となることの多い地球環境問題にも貢献する

ものである。たとえば古紙のリサイクルは、森林

資源の消費の節約でもあり、森林生態系の保全と

いう環境問題でもある。また、エネルギー資源の

節約は、 C02の減少に寄与する一方、硫黄酸化物等

の減少を通じて酸性雨の緩和につながってくる。

3 リサイクルとは何か

前述の必要性からすれば、対応策としては、

①廃棄物をだすようなことをしない（たとえば、

過剰包装をやめる）

②何度も使う（たとえば、ビール瓶を回収して再

使用する）

③廃棄物を何らかの形で再生して、もう一度原料

等として使う（たとえば、スチール缶を集めて

鉄屑として再利用する）

ことなどが考えられるが、リサイクルという言葉

を狭い意味でいうときには③を意味し、普通、リ

サイクルというときには、②と③を併せて考えて

いることが多い。

本稿のタイトルは、①～③の内容を含めるつも

りで「減量化とリサイ クル」としている。減量化

もリサイクルも、最終的に廃棄物として捨てられ

るものを減らすための手段であり、異なる用語を

用いていることにたいした意味があるわけではな

し）0

4 減量化・リサイクルの内容

リサイクルとして具体的に行われている例を挙
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げてみよう。もちろん、広く行われているものも

あれば、一部で先進的に行われているものもある。

I ）産業廃棄物

a. 建設現場に梱包等廃棄物になるようなものを

持ち込まない。

b. 切断クズが最小になるような加工法にする

c. 食品工業などで、機械にくっついていて洗浄

などによ って廃棄物となる製品の量を減らす

（手でかきとってでも、できるだけ回収する）

d. 金属表面のサピを落とすのに、酸を使わず、砂

の摩擦で落とす方法にする（砂は繰り返し使え、

廃棄物としてでてくるはずの廃酸が発生しなく

なる）

これらは、減量化の例である。

e. 化学品を運ぶドラム缶を繰り返し使用する

これは、再使用の例である。

f. ガラス製品の工場で、カレット（割れたガラス

クズ）を溶鉱炉に戻して、製品にする

g. 陶磁器工場で、不良品を破砕して、舗装敷石等

の製品にする

h. メツキ汚泥から、亜鉛、鉛等の金属を回収する

i. 製鉄所で、排ガス処理で集まるダストから亙

鉛を回収する

j. 鉄鋼業からでるスラグを、セメント原料や土

建材料として活用する

k. 製材工場からでる樹皮（パーク）を堆肥にする

I. もみ殻を畜舎の敷料に利用する

m. 廃酸 ・廃アルカリを再生して利用する

n. 活性炭を再生して利用する

o. 廃プラスチック、ゴム くず等を燃やして、水蒸

気などのエネルギーとして回収する

これらは、すべてリサイクルに当たる。

2）一般廃棄物

a. 無駄な包装を減らす。贈答品の包装の簡素化

等にその動きが見られる

これは減量化である。

b. リターナプル瓶の回収 ・再使用

c. 古本市など

これらは再使用である。

d. 古紙回収
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e. 色別カレ ット回収

f. 鉄くずなど各種金属回収

g. スチール缶、アルミ缶回収

h. まれに、衣料、家電製品、自転車等の回収

これらはリサイクルである。

5 法律等によるリサイクルの推進

I ）リサイクル法の制定

平成 3年 4月には「再生資源、の利用の促進に関

する法律」（通称リサイクル法）が制定され、 10月

から施行された。この法律は、業種 ・製品 ・副産

物等を対象に、再生資源としての利用が可能な材

料の使用、構造の工夫、分別のための表示、副産

物の利用など、再生資源の利用の総合的推進を図

るために定められた。

表 1に制度の概要を示す。

2）廃棄物処理法の改正

廃棄物の処理及ぴ清掃に関する法律（廃棄物処

理法）も平成 3年に改正され、法律の目的に従来

の「廃棄物の適正な処理」に加え、新たに「排出

の抑制、分別・再生」が明記された。これにより、

排出段階での廃棄物の発生の抑制に努めるととも

に、廃棄物処理の形態のーっとして分別 ・再生を

明記したことにより、廃棄物の再生等による減量

化が強力に推進されることになった。

3）省エネ・リサイクル支媛法

エネルギーの使用の合理化及び再生資源の利用

に関する事業活動の促進に関する臨時措置法（省

エネ・リサイクル支援法）がこの 3月に制定・公

布された。 リサイクルに関連しては、再資源化設

備、再生利用が容易な製品の製造設備の導入や事

業者自らが再生資源の利用を拡大するために行う

分別回収、製品の販売促進等の取り組みに対し支

援が行われる。

4）条例の制定

各地で一般廃棄物の減量 ・リサイクルに対応す

るための条例制定が行われている。平成 4年に制

定された東京都の条例では、適正処理困難物に対

する事業者の下取り等の回収義務、事業者による



再利用の容易性の自己評価、包装 ・容器等の適正

化、事業用大規模建築物の所有者等の義務（廃棄

物管理責任者の届出など）などの規定が盛り込ま

れている。

6 産業界の取り組み

産業廃棄物のリサイクルの状況を図 2に示す。

リサイクルのしやすさや本格的に取り組み始めた

時期等によりリサイクルされる度合いが異なって

いる。

たとえば、鉄鋼の生産に伴い発生する廃棄物の

大半を占める鉱さい（スラグ）については、鉄鋼業

表｜ リサイ クル法の概要

特定業種（再生資源を原材料として利用促進）
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界がかなり早くからリサイクルに取り組んでき

た。最も多いのが高炉スラグであり、これについ

てはほぼ全量がセメント用や道路用に再資源化さ

れている。再資源化が89%程度の転炉スラグや68

%程度の電気炉の利用技術に関する研究開発が進

められている。

7 住民、自治体、商店等の取り組み

各家庭からでるゴミのリサイクルについても、

さまざまな活動が行われている。

I ）資源再 生撲者による回収

古紙、あき瓶 ・あき缶、鉄スクラップ等につい

ては、業者による回収が

，、

紙製造業 古紙利用率を平成6年度までに55%とする目標

行われている。再生資源

卸売業を営む商店の数

は、全国に15,000ほどあ

る（昭和63年）。 東京都の

調査によれば、都内の業

者の取り扱い品目は、紙

類ゃあき瓶を扱うものが

半数あり、スチール缶、

アルミ缶、カレットを扱

う業者はそれぞれ 2～ 3

割である。

ガラス容器製造業 カレット利用率を平成7年度までに55%とする目標

建設業 土砂、コンクリー卜の塊等を各用途で利用

第 1種指定製品（リサイクルが容易となる構造の工夫等を行うべき製品）

－自動車、エアコン、 テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機 部品材料の工夫、構

（以下平成5年6月追加分） 造の工夫、分別に係

る工夫等を実施

－電動工具、 パソコン、コードレスホン、自動車電話、MCA 密閉式アルカリ蓄

通信装置、簡易無線、アマチュア無線、ワープロ、ピデ 電池の取り外しが

オカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気剃刀、 容易な構造の採用

電気歯ブラシ、家庭用電気治療機、電動式玩具（自動車 等

型）、液晶式テレビ

第2種指定製品（分別回収のための表示を行うべき製品）

・スチール缶、アルミ缶（飲料が充填されたもの） アルミ、スチールの別

スチール缶、アルミ缶（酒類が充填されたもの） を表示

（以下平成5年6月追加分）

・ペット製容器 （飲料または醤油が充填されたもの） ペットボ トルである

ペット製容器 （酒類が充填されたもの） ことを表示

－密閉式アルカリ蓄電池 ニカド電池であるこ

とを表示

指定副産物（発生する副産物の利用促進）

・スラグ（高炉による製鉄業等） 用途に応じ、規格又は仕機に従

－石炭灰（電気業） って加工等

－土砂、コンクリー卜の塊、アスフアルト ・コ 工事現場で指定副産物の分別、

ンクリ ートの塊、木材 破砕を行う等

（注） 表の簡略化のため簡略化した用語を用いているので、正規の用語については法令を参照

2）商店による回収

酒店によるビール瓶等

の回収、家電製品販売店

による廃家電製品の回

収、スーパーマーケット

によるトレイの回収等が

実施されている。

3）住民主導の集団回収

業者や地方自治体等と

連携しながら、住民のボ

ランティア活動として、

集団回収が、古紙回収な

どを中心 にそれぞれの特

徴をもちながら、各地で

実施されている。
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仁二＝ゴ最終処分量

医塁塁習中間処理による減量化最

・・・圃 再生利用量
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（出典厚生省が平成4年度に実施した調査結果により作成）

図 2

外国の動き8 自治体主導のリサイクル

地方自治体では、住民の自主的な活動を支援す

4) 

現代のように世界の経

済が互いに密接に関連するようになってくると、

諸外国の動きと切り放しては考えられなくなって

資源や廃棄物の問題は、それとは別に、

ゴミの増加に対応しきれないため、減量化や処理

の効率化の観点から行う再資源化事業を実施して

る観点からのリサイクル活動や、

きた。

ドイツでは1986年に廃棄物法が改正され、従来

の廃棄物処理という概念に変わって再利用を含め

いる。

前者では、自治体等の団体への報償金の交付、

資源ゴミ保管庫の配備等が実施されている。

た広い処理概念が採用された。 その上、技術的・

経済的に可能な場合という条件をつけながらも、

後者は、程度の差はあれ、住民にゴミを分別し

てだしてもらい、自治体が収集して、あき瓶、鉄、

再利用が他の処理に優先することを規定した。

また、 1991年に成立した包装物令を背景として、

製造 ・流通業者が自前で回収 ・リサイクルの専門

アルミ等をリサイクルするものである。市民の協

力による徹底的な分別排出ということでは沼津市

の例が名高い。

この自主的回収システムが自治体

のゴミ処理と平行して行われている。これと類似の

制度が1993年からフランスでも導入されている。

会社を設立し、いずれにせよ、多くの自治体がリサイクルに取

り組んでおり、資源ゴミ、粗大ゴ ミ等と して回収

したものを資源化しているとする自治体の数 （63

年度）は全国で900を超えている。
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9 リサイクル推進に当たっての課題

リサイクルを進めるに当たっての最大の課題は

経済性である。 リサイクルするのに要する費用と

鉱石等の一次原料から製造するのに要する費用

（一次原料から製造する場合は廃棄物がたくさん

でるから、これに廃棄物処理費用を加えた総費用

で考える必要がある）との競争になる。

産業廃棄物の課題は、分別 ・再生等を効率的に

（すなわち経済的）に行う技術開発がまず必要であ

る。 それに加えて、多くの場合、用途探しが重要

である。特に量が多い場合は、他の材料との競合

が問題となる。 また、道路材等の公共用途の場合

は、規格を早くつくるというようなことが必要と

なる。製造業でのリサイクルは今後ますます進む

と考えられる。将来大量にでてくると予想される

建設系廃棄物への対応が問題である。

一般廃棄物についての基本的課題は、社会全体

のシステムをリサイクルが成り立つようなものに

変えていくことである。 リサイクルに要する費用

が、しばしば新たにつくるより高くなるのは、散

らばったものを収集し、混ざっているものを分別

する費用が高くつくからである。

一般の人々が、缶や瓶を何種類にも分別して出

せば分別の費用は下がる。一定の日時に一定の場

所にまとめて排出されれば、収集する費用も下が

る。 これには、人々が、そうするのが当たり前だ

と思うようになること、および、収集場所などあ

まり苦労しなくても自然にできるような体制が整

っていることが必要である。

混ざっているとリサイクルの障害となるような

物質を混ざらないようにするのも、社会としての

在り方に関わってくる。プラスチックを熱回収で

有効利用する場合は、塩化ビニルの混入が障害と

なる。 これを解決しようとすれば、社会全体での

プラスチックの使い方が問題となってくる。感熱

発泡紙が混入すると古紙再生に障害となる。 リサ

イクル法の制定もあって、家庭電気製品や自動車

等でリサイクルしやすい製品への移行の動きがあ

るなかで、このようなリサイクルの障害となる商

品がでてくるのをいかにコントロールするかが、

社会の制度上の問題としてでてくる。

我が国では繰り返し使用できるリターナプル容

器が減り、使い捨ての容器が増えている。欧州で

リターナプル容器が主流である国では、人々が、

容器は繰り返し使うものだと考えていることが背

景にある。リサイクルを一層進め、環境や資源の

保護を図っていくためには、一般の人々を含めた

関係者のコンセンサスを得ながら、我が国の実状

にあった社会システムをつくり上げていくことが

望まれるところである。

（あべ しよう／財団法人クリーン・ジャパン・センター参与）
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はじめに

夏の風物詩である「雷」、映画・小説の小道具と

してしばしば用いられる「雷J、以前「雷Jといえば

夏と相場は決まっていたようであるし、かくいう

筆者も「雷」の研究に携わるようになるまで、「冬の

雷」についての知識といえば、江戸時代の関取「雷

電」命名の逸話ぐらいしか知らなかった。太平洋側

に生まれ育った人々にとっては時として信じ難い

「冬の雷」も、北陸地方では古来より「雪起こしJ

との異名で呼ばれ、生活の知恵、「冬の前触れ」と

して珍重されていたようである。

ところで、この「冬の雷」も、最近のテレビ ・

ラジオ等情報網の発達でようやく全国的に知られ

るようになってきた。実際、筆者の大好きな作家

宮本灘の『海岸列車』の書き出し付近にも、「香住

港に近づいたころ雪はやんだが、それと同時に日

本海の彼方が光った。雷は、何かの猛烈な気まぐ

れのように、鉄路の海側と山側とで鳴り響いて、

閃光を走らせた。Jと雰囲気づくりの小道具として

「冬の雷」が大いに役立っている。

筆者たち「雷J研究者の立場からすれば、「冬の

雷」が有名になることは有難いことには違いない

が、それでも依然として科学的にも解明されてい

ない点が数多いことも事実である。ここでは、「冬

の雷」についての最新の議論も含め、紹介するこ
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とにしよう。

2 雷雲の発生

「冬の雷」の特徴を紹介する前に、少し「雷雲の

発生Jについての予備知識をもっていただくこと

にする。すなわち、雷の発生についてである。普

通、雷を起こす雲は、その構造が図 1(a）に示すよ

うに、雲の上部に正の電荷が、下部に負の電荷が

貯えられ、電気的には双極子とよばれる状態にあ

る（とつい最近まで信じられていた）。最近の研究

では、雷雲の発達過程に依存して正・負 ・正の三

重極構造であったり、正電荷だけの単極構造であ

ったりすることがわかってきているが、あまり専

門に過ぎるので、本稿ではやや古典的ともいえる

二重極構造説に従って議論を進めることにする。

ところで、閉じ雷雲であってもそのでき方が夏

季と冬季とでは多少異なっているのだが、冬季の

雷雲を例にとりながら、どのようにこの雲、電荷

を帯びた雲（雷雲）が発生するのか考えてみる。

初冬（11月中旬）から晩冬（ 2月末）にかけて、

シベリアからの寒気回がかなり行儀よ く周期的

( 1週間から10日おき）に日本海を渡ってくる。一

方、北陸沿岸部には対馬暖流が流れており、その

海面からたっぷり水蒸気を含んだ暖気が供給され

る。この状態は、ちょうどガスコンロで湯を沸か



す状態に似て、下部が暖かく上部が冷たいという

熱的不安定状態である。そして、この熱的不安定

により、上昇気流（対流）が発生する。海面付近

の暖かい水蒸気は上昇と共に冷却され、やがては

氷品となり、さらに上昇してあられ ・ひょうへと

成長する。

あられは成長につれどんどん重量を増し、とう

とう上昇気流では支えきれないほど重くなり、や

がてこれらは落下を開始する。この落下するあら

れ・ひょうが、適当な温度の高度で（この温度は

-15℃ぐらいであることが実験室で確かめられてい

るのだが）上昇してくる氷品と衝突すると、氷晶

の電子（実はこれが負の電荷なのだが）を奪い取

る。したがって、落下するあられ ・ひょうは負に

帯 電し（すなわち雲の下部、温度にして－ 10

--15℃）、電子をもぎ取られて上昇していく氷品

は正に帯電（雲の上部）する。この結果が、前述

の雷雲の二重極織造となるゆえんである。

ここまでの話は、特に「雷雲を発生する熱源 ・

エネルギー源が対馬暖流であるJということを除

けば、とりわけ冬季に限ったことではない。要す

るに雷雲ができるためには、上空と大地付近に大

きな相対的な温度差（熱的不安定）が必要なので

ある。

ところで、冬季には上層の風速が下層の風速よ

り速いため（ウインドシアという）、電荷配置が図

1 (b）に示すように傾いた雷雲となる。この話も現

在では、冬季には上昇する気流の勢いが夏季に比

べて遅く、下部の負電荷

がすぐに地面に落っこち

てしまうので、雷雲は正

電荷だけの単極構造とな

ることがある、との説に

押されがちである。

I 2km 

IOkm 

8 km 

6 km 

4 km 

2 km 
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あられ、ひょうとなり、冬と同様の過程で垂直構

造の双極子が形成される。つまるところ、夏季に

しても冬季にしても、雷雲はー10～－15℃付近の

高さに負の電荷を貯え、それより温度の低い（高

度の高い）位置に正の電荷を貯えているのである。

本節の最後に、上記のようにして形成される雷

雲の寿命を検討しておきたい。実際には「雷雲セ

lレJとよぶべきなのだが、セルそれ自身の寿命は

通常30～90分ぐらいであると信じられている。そ

して、この雷雲セルがいくつか組み合わさって、

一つの雷雲を形づくっているのが普通であり、セ

ルが孤立していない限りしばらくの間雷活動が継

続する。

3 落雷と雲放電

前節の要領で、雷雲内に電荷が蓄積され続けれ

ば、次に何が起こるだろうか？

当然のことながら電荷が蓄積されるにつれて、

その電荷群のつくる電界強度（電気的なカの強さ）

が強まっていく。おまけに、雲中には角の尖った

あられや氷品が多数に存在するので、そのような

尖った箇所の電界強度がとりわけ強くなり、そこ

から先端放電が開始する。その放電が大地に向か

うとともあれば雲内の他の極性の電荷群に向かう

こともあり、いずれかとの聞に放電が起こる。言

い換えれば、放電の最終到着地により、落雷とよ

ばれたり雲放電とよばれたりするのである。

6 km 

4 km 

告と； 2 km 

3・C よムーーム 地表
盟国磁概観級協務級協物務グ必勝

16℃ 

一方、夏には、 地表面

上の暖かい湿った空気

が、日射による対流、前

線の移動等により上昇気

流として押し上げられ、

上空で冷却され、氷晶、

地表岨岨抽4 30・と
密警際機樹齢機感総織錦繍敏勝

(a）夏の雷雲 (b）冬の密雲

図｜ 雷雲の情造
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ところで、放電が開始するのに必要な電界強度

は、いろいろな室内実験から 5×l05V/mぐらい

とわかっている。したがって、落雷の放電路が3

km程度であることから、雷雲と大地聞の電位差は

少なくとも 1億ボルト以上ということになる。

一般的な落雷（従来よりよく知られているとい

う意味において）は、負極性落雷である。負極性

落雷とは、雷雲内下部に貯えられた負電荷が落雷

により中和される落雷のことである。いま、基本

的な落雷の過程を図 2に示す。

周囲（a）は雷放電の静止写真のスケッチ例である

が、流しカメラという特殊なカメラでこの現象を

時間的に分解すると、同図（b）のような放電の進展

過程がみられる。

すなわち、雷雲の電荷の群から階段状先行放電

（ステップトリーダ）が、平均速度1.5×105m/sで

約50mほどの進行と、約40μSの停止を繰り返しな

がら、言い換えると間欠的に階段状に進行する（間

欠的とはいえ、こんな速度で降りてくるのだから、

一度雷に狙われると、滅多なことでは逃げきれな

いことを言己’憶していただきたい）。

このリーダが地表面近くに到達すると、今度は

帰還雷撃電流（リターンストローグ）とよばれる

大電流（キロアンペア程度、ちなみに家庭用エア

コンでは10アンペア程度である）が、強い光（電光）

を伴ってリーダや雷雲の電荷を中和するために、

大地から雲に向かつて進展する。そしてその速度

は、光速の数分のーにまで達する。

こういう意味において、雷雲と大地聞の放電現

象は、「落雷」というよりむしろ「昇雷Jというべき

かもしれない。昔の人が竜の昇天に落雷現象をな

ぞらえたけれど、「案外真理をついていたのかもし

れぬJというのが筆者の実感である。

ところで、雷雲内の電荷は 1回の落雷放電で全

部中和されるとは限らない。そのようなときには

1秒の何分の 1かの間隔をおいて、最初とほぼ同

ーの放電路を通って、再ぴリーダが大地に向かつ

て降りてくることがある。 そして、これが大地に

到達すると、再びリターンストロークとなり、時

には10回以上もこの過程が繰り返される。 このよ

うに同じ放電路を通って、放電が複数回繰り返し

起こる現象を多重落雷という。 これに対して、多

重落雷でないものを単一落雷という。

このような落雷現象とは別に、雷雲の上部の正

電荷の中心と低部の負電荷の中心との間に起こる

放電を雲内放電という（前述した、放電の最終到

着地が雲の中の電荷群の場合）。

雲内放電は0.2秒程度の持続時聞をも ち、その時

間中連続的な発光が雲内で見られる。これらの発

光は、一方の電荷群から他方の電荷群へ伝搬する

先行放電が、先行放電の極性と反対極性の電荷群

に接触するときに生ずる、比較的弱い帰還雷撃で

あると考えられている。雲内放電で中和される全

電荷量は、対地雷撃で中和される電荷量と閉じ程

度であろうというのが通説である。

本節の最後に、 1回の

＼ 
ステップト
リーダ

1ベ

落雷でどれくらいの電力

量が消費されているかを

紹介しておく。標準家庭

（筆者の例をとれば、両親

プラス子供 2人） 1 -2か

月間の電力量、プロ野球

のナイターなら20分間照

明できる電力量と考えて

おけば、まず的外れでは

ない。ゴロゴロを聞く度

それだけのエネルギーが消

費されているのである。

(b) (a) 

図2 落雷の進展
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4 冬雷の特徴

冬雷の理解は、専門家の間でもいまだに完全に

なされているとはいえない。だからこそ、筆者ら

も冬になれば依然として北陸地方に出かけ、 1

～ 2か月間の観測を実施している。 とはいえ、最

近数年間の関係研究者の努力により、物理的解釈

には不明な点が多いとはいえ、その特徴がいろい

ろと、明らかにされてきていることも事実である。

そこで、以下に古くからの言い伝えも含め冬雷

の特徴を列記して解剖に取り組むことにしよう。

前述の「昇竜」の例でもわかるように、古来よりの

言い伝えのなかには、何か一面の真理があるかも

しれないから。

I ) 雪起こし（舗起こ し）

北陸地方の冬雷は冬の前触れである。秋が深ま

り北アルプスの山々の頂に雪が見えるころになる

と、寒波の来襲と共に発雷する。地元の人々は生

活の知恵として、冬雷が鳴ると雪を予想し、冬の

備えを固くしたのであろう。実際、同地で観測を

していても小春日和が何日か続いた後、シベリア

寒波の訪れと共に急に空が真っ黒になり、やがて

「ゴロゴロ」という雷鳴と共にあられが屋棋を叩

き、そして一夜明ければ銀世界となっている。科

学的には、あられが先か雷鳴が先かというのは非

常に興味深いところであるが・・・・・・。

また、この冬雷は、回遊魚「鯛Jの沿岸地域への

到来の前触れでもある。 この「醐起こし」という

別名は、沿岸で漁をする漁師さんたちの生活の知

恵でもあったのだろう。一夜で降り積もった雪は、

やがて 2、3日で消え、またしばらく好天が続き、

そして次の寒波の襲来と共に冬雷が鳴る。 こんな

ことが 3度、 4度と繰り返され、北陸は本格的な

冬を迎えるのである。

ところで筆者は10年前、この北陸地方と気象条

件の類似しているノルウェーで、やはり冬雷の観

測をしたことがある。読者は、スカン ジナピア半

島の地図を開けていただきたい。 はるかアメリカ

大陸から、メキ シコ湾流がやってきているのが理

解いただけるであろう。 このメキ シコ湾流が対馬
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海流の役目をしているのである。大西洋に面した

セリエという小さな漁村での観測であったが、震

の印象は「ほとんど北陸と一緒 r」というところ

であった。ただ、いま残念に思うのは、「ノルウエ

一人も同じような別名をつけていないのかしら

ん？」という疑問を、尋ねてみることができなか

ったことである。案外「鱈起こし」なぞとよんで

いるかもしれない。

2) 一発雷

北陸地方の冬雷は、 別名一発雷ともよばれてい

る。 よく経験したのは、夜明け近くいきなり「ゴ

ロゴロ ・ドカ ン」ときて、それ観測と眼を覚まし

たころにはもう終わってしまっていた、というこ

とである。つまり、観測開始した1970年代ごろは、

現在のようにパーソナルコンビュータが自由に手

に入る時代でなく、おおむね観測機器は手動スイ

ッチであったため、 一発雷観測の機会を失するこ

とが多く、度々ほぞを噛む思いをした。現在では

パーソナルコンビュータ制御の連続自動観測が主

力であり、そんな一発雷も見事に記録できるよう

になってきている。

ところで、筆者はこの一発雷を次のように考え

ている。 いかに対馬暖流といえども、エネルギー

の供給源としては決して夏季ほども潤沢といえ

ず、そのため、雷雲の活動自体は活発なものでは

ないのだろうと。 そして雷雲の寿命も、夏のそれ

と比べると比較的短いのではないかと。 また、夏

季雷なら遠くのほうでゴロゴロなっていた雷が、

やがて雷雲の移動と共に頭上付近にやってくると

いったふうに、雷雲の活動継続時聞が長いのに対

し、冬季は本当にいきなり「ゴロゴロ・ドカン」

で、その後10数分間も静かな中断状態が続く。 こ

れが冬の雷が一発雷とよばれるゆえんで、前触れ

がないだけに恐ろしいともいえる。幸い、落雷の

頻度は夏季に比べかなり少ないため、人身事故と

いった報告は少ないようであるが、まかり間違っ

て冬の雷様に狙われでもしようものなら、前触れ

が少ないだけに本当に大変である。

3) 正極性落雷

夏季雷の場合、全落雷数のうち負極性溶雷が
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90%以上で、正極性落雷は10%以下である と考え

られている。一方、 1970年代に北陸の冬季雷に正

極性の自然落雷を見い出されて以来、多くの研究

者により、この正極性落雷が研究されるようにな

り、正極性落雷の発生頻度が夏季雷に比べて高い

ことが通説となっている。観測者によりその統計

の解釈は異なるものの、正極性落雷が80%、負極

性落雷が20%という報告さえある（筆者はたかだ

か50%程度であろうと信じてはいるが・・・…）。

この理由を考えてみるのは興味深いことで、

1970年代に正極性落雷が見い出された当時、前に

述べたように、冬季には雷雲がウインドシアで傾

くためと考えられた。言い換えると、正電荷が直

接大地に向かい合う形にまで雷雲が傾き、そのた

め正電荷群からの放電が起こりやすくなったため

と考えられた。最近になって、弱い上昇流のため

雷雲下部の負電荷が速く地面に落下することによ

り、残された上部正電荷のみが大地と対向する、

いわゆる雷雲の単極構造がその原因であるとの説

が提唱され、学会レベルで今まさに熱い議論が展

開中である。

4) トリガード雷

これは鉄塔や高層建築物等から雷雲に向かつて

放電を開始する雷のことで、冬季には雷雲の位置

が低いため、大地付近の電界強度が強く、したが

って、通常の落雷とは逆の進展過程をとる放電現

象のことである。 これはなにも冬季に限ったこと

ではないものの、夏季に比してそれらの相対比率

（全落雷に占める割合）がはるかに高い。 物理機構

としては、次項の多地点同時落雷という現象とも

関係していると考えられているが、明確な理論的

解釈は依然としてなされていない。

5) 多地点同時落雷

多地点にほとんど同時（同時という定義は難し

いが、たとえば 1秒以内）に落雷することの多い

のも冬季雷の特徴である。このような現象も、夏

季にも例のないことはないが、 筆者らの数年にわ

たる観測l結果では、全落雷数に対する相対頻度は

夏季に比べはるかに高い。多地点に同時に落雷す

ることが、我々の生活にとって何がマイナスなの
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かはともかくとして、冬の雷は優柔不断、あるい

は浮気っぽいのかもしれない。

6) スーパーボルト

1970年代後半、 アメリカの気象衛星で北陸地方

に通常の雷放電より数倍以上も明るく光る雷放電

光が観測され、「スーパーボルト」と命名された。

その後、国内の研究者により電流が測定され、と

のスーパーボルトの電流値が、何百キロアンペア

にもおよぶことのあることカf明らかにされた。さ

らに中和される電荷量も、何百クーロンと桁外れ

に大きいこともみつけだされた。

このように、現象的にはいろいろとスーパーボ

ルトに関する情報が集められてきている反面、依

然としてその解釈は完全でない。 それでも一度こ

んな震に撃たれでもしようものなら、大変なこと

だけは確かである。

7) 水平叙電路

冬季雷を観測していると、非常に継続時間の長

い雷鳴のあることに気づく。 そしてまた、雲底を

かすめるようにして大地に平行に長く長く延びる

放電路（時には 4km近 く）を見ることもある。い

かに長い放電路であっても、電流としては瞬時に

流れるため、雷鳴の長さが放電路の水平方向の長

さに対応していることになる。つまり、眼で見て

も耳で聞いても長いのである。

雲開放電の場合には、長く延びる放電路であっ

ても不思議はないであろうが、 北陸の場合には、

その水平放電路が最終的には大地とつながってい

るから筆者には不思議である。 さらに冬季には、

雲底が500m程度まで低いこともあり、なぜ雷から

みればすぐ近くにある地面に向かわず、自然に逆

らいながら、かくも長く地面とほぼ平行に進むの

であろうか？

以上が筆者の思いつく冬季雷の現象面での特徴

である。このほかにもまだまだ研究対象となる特

徴があるかもしれないが、少なくとも前述の 7項

目が全部矛盾なく説明できるような、そんな冬季

雷のモデルが提案できないだろうか、というのが

筆者の現在の興味である。



5 おわりに

「冬雷の解説をリと意気込んで本稿に臨んだの

だが、これでは解説になっていないかもしれない。

ヒヨ ッ トしたら、筆者の過去何年かの経験から「冬

雷Jのみえるようになってきた断片を、羅列した

にすぎないのではと反省している。「地震、雷、火

事、親父」のことわざの 2番目にランクされてい

る雷を解説するのは非常に難しいけれど、特徴が

明らかになってきたというととは、それだけ核心

に近づいたのではないだろうかとも考えている。

ともかく雷様からは、夏冬間わず『逃げるが勝

ち』。 そして本当に安全なのは車中や家屋の中（そ

れも壁や電気器具から随分と離れて ！！）。雷が聞こ

えたらコ ンセントを外して、家の中で雷の静まる

r~ 叫にう山と仇り I. Tb'?

答雷の直撃を受けると、約80%の人は死亡し、約20%の

人は意識を失いますが、入院して治療を受け助かっていま

す。樹木のすぐ近くに人が立っていると、樹木に落雷する

と、樹木から人体に放電がおこって、落雷電流が人体に流

れ込み、直撃と閉じよう に死亡、あるいは意識を失う重症

となることがあります。これを側撃事故といいます。どち

らの場合も、 助かった人は、ほとんど後遺症なく回復しま

すが、ときには、鼓膜が破れて手術をうけたり、神経痛の

ような症状が長引くことがあります。

野球 ・サッカ一等のゲーム中の運動場に落雷すると、一

人が直撃を受けて即死あるい

は重症を受けますが、周囲の

人たちは、やけど ・耳なり・

シビレなどの傷害を受けるだ

けで、ほとんどすべて軽症で

速やかに回復します。

死亡者の大多数は即死で、

小数ですが入院後に死亡する

場合もあります。即死は、 雷

電流が呼吸と心臓の鼓動をと

め、この状態が4～ 5分以上

続くときにおこります。応急

手当で、 呼吸と心臓の鼓動が

回復すれば、助かる場合もあ

ります。

助かった約20%の人は、身
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のを待つ以外安全はないと心得ることである。つ

けても冬季雷から身を守るには、シベリア寒波の

襲来に注意を払い、空が暗くなってきたら、雪の

前触れ、冬季震の前触れと注意することである。

冬季雷の落雷頻度が低いからといって決してたか

をくくらないこと。 『く わばら、くわばら』である。

最後に、筆者の所属する日本大気電気学会で刊

行している小冊子 『雷から身を守るには一安全対

策Q&A Jを紹介して終わりたい。興味をお持ち

の読者は、大阪大学工学部電気工学科日本大気電

気学会（干565 吹田市山田丘2-1）まで郵便連絡

でもいただければ、実費（￥750）にて販売してい

る。

（かわさ さ ぜんいちろう／大阪大学工学部電気工学科教授）

体の所々にやけどを受けますが、時間の経過とともに回復

し、手術を必要とすることはありません。

間 置はどんな所に落ちますか？

答雷は、雷雲の位置次第で、海面、平野、山昔等ところ

を選ばず落ちます。ただ落雷点のすぐ近くに高いものがあ

ると、これを通って落ちる傾向があります。避雷針は、 こ

の傾向を利用して、近くに落ちる筈の落雷を、積極的に引

き受け、落雷電流を安全に大地に流し込む装置です。高い

物ほど落雷を引き寄せる効果が大きく、高さが同じならば、

避雷針の付いた鉄塔も l本杉も、落雷を引き寄せる効果は

同程度と考えられます。この落雷を引き寄せる効果が働く

範囲は、比較的狭くその物体の高さと同距離くらいの範囲

です。人体の場合2人並んでいると背の高い人に落雷する

例が多くなりますが、野球場、サッカーグランド、テニス

コー ト等にプレーヤーが散在すると、身長は無関係となり

誰に落ちるか全く予測出来ません。

高さ30m以下の塔、マスト、煙突、樹木等は、その根元を

中心に高さを半径とする円を描くと、この円内に落ちる筈

の落雷は、これらの物体の頂上に吸引され、円内の直撃の

危険がなくなります。高さが30m以上になると、安全圏の半

径は、高さに応じて有効に増加することがなくなり、30m以

上はあまり大きくは広がりません。lOOm、200mと非常に高

くなると、今度は塔や建物の側面に洛雷する場合が出て来

ます。カナダのトロントにある高さ553mのテレビ塔は、側

面への落雷がしばしば観測されています。
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i問建物の中…ぱ 落U し安全市？

答落雷の直撃を受ける危険が無くなりますから、屋外に

比べると大変安全です。しかし、建物が直撃を受けた時や、

近所の配電線に落雷がおきると、雷の異常電圧が、建物や

電灯線を伝わって建物内に侵入し、近くにいる人体に放電

して、死傷事故をおこすことがあります。電気器具のスイ

ッチを切っておいても、この事故防止には役立ちません。

同じ原因で、屋内の電気器具が故障することがよくありま

す。

近年、都市内では、建物の中での人体への事故例は、非

常に少なくなり、安全性が増しています。しかし100%の安

全を確保するには、落雷の異常電圧を避けるため、次の注

意をまもる必要があります。特に、雷が激しいとき、ある

いは野中の一軒屋や山小屋では、かならず次の注意をまも

って下さい。

アンテナ、電灯線、電話線これにつながる総ての電気器

具、例えばテレビセット、冷蔵庫、照明器具等から 1m 以上

離れます。天井、壁、柱等建物からも lm以上離れ、部屋の

真ん中で雷が過ぎ去るのを待ちます。

物置や、仮小屋等で、周囲から lm 以上の距離がとれない

ときは、しゃがんで姿勢を低くし、雷の様子を見ます。落

雷と落雷の問には l分以上の間隔がありますから、その合

聞を見て大きい建物に移ります。

合う

へ 。

問 自動車、パス、列車、客船等に乗っているときは、

落雷に対して安全ですか？

答 すべて丈夫な金属で固まれていますから、雷電流は破

壕作用をおこさず大地に流れ込み、安全です。停車しても

外に出ないこと、船ではデッキに出ないことです。窓際で

も心配ありませんが、携帯無線機のアンテナ等の物体を窓

から突き出さない注意が必要です。自動車を運転していて

雷が激しい時は、徐行するか場合によっては停車して様子
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を見ることです。電光で目が舷んだり、激しい雨で運転を

抑制あるカらです

間航空機が雷にうたれるとどうなりますか？

乗客乗員は安全でしょうか？

答航空機への雷撃は、かなりあります。我国の上空を飛

ぷ旅客機では、一年間に雷にうたれる（被雷）回数は、平

均して約150件ぐらいという報告があります。

ただ、金属製の航空機にのっている乗客 ・乗員は、自動

車や電車内と同様に、雷に直撃される心配がありませんの

で安全です。アメリカなどでは、人が操縦している航空機

を雷雲に突入させて、雷の航空機への放電特性を調べてい

るくらいです。

航空機が雷にうたれるのは、雷雲中か雷雲の下を飛行し

ているときで、雷雲より上方の対流圏上層や成層圏を飛行

している時は、雷にうたれることはありません。また、旅

客機は、安全運行を第一目的としてますから、目視やレー

ダーで雷雲を認めたときには、それを避けて飛行します。

ただ、離着陸の時には、雷雲を突き抜けて飛行しなければ

ならない場合があり、そのようなときにしばしば雷にうた

れます。

航空機が雷雲中で雷にうたれるときは、機体が雷放電路

の一部となりますが、雷電流は金属製機体の表面を流れ、

雷放電が入る点と出る点（ともに雷聖書点という）の金属表

面に直径数 ミリメートル程度の放電痕が残るだけで、ほと

んどの場合飛行に問題はあり

ません。ただ、機首に雷撃が

あった時には、 パイ ロットが

放電のまぶしさで、 一時的に

視覚を失うことがあります。

機体の非金属部分の航空標

識灯、アンテナとこれにつな

がる通信装置、機内の電子回

路等には夫々雷撃に対する保

護対策、保護装置が装備され

ています。

「雷から身を守るには一安全対策Q&A-Jより抜粋
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・防災基礎携座

強い台風の襲来周期

91年の台風19号の襲来

「自の前で、家が壊れて行く・・ー・・。最初は窓ガラ

スがビシビシわれ始め、次に屋根がはがれたと思

ったらあっという聞に飛んでしまった。玄関の壁

が壕れはじめたと思ったら中の土壁が崩れ出し、

壁の中の竹がどんどん飛んできました。そして外

壁の鉄板が績に剥がれ始め家の中を風が荒れ狂っ

て通り、柱が音を立ててしなっています。柱全部

が風の方向に傾いて家が斜めになってしまいまし

た」 （『風の傷跡』から）。

1991年 9月27日、非常に強い勢力を維持したま

ま長崎県に上陸した台風19号の被災者の赤裸々な

体験談である。 この台風は九州、｜北部から中園地方

西部を縦断し、日本海に抜けて東北地方北部に大

村松照男

きな被害をもたらして、北海道に再上陸しオホー

ツク海に抜けた。

この台風は広い範囲で風速20m/sの強い風が吹

き、台風の南東象限の強風域に入った地方では、

最大瞬間風速が広島で58.9m/s、石川県の輪島で

57.3m/s、青森で53.9m/sなど観測史上第 1位の

記録が観測された。九州北部から中国、北陸、東

北地方の日本海側で記録的な暴風が吹き荒れ、局

地的に最大瞬間風速60m/sを超す猛烈な風が吹き

荒れ甚大な被害をもたらした。

「高潮は、あっけなく堤防を越えた（広島県呉

市）」「浜辺の船がパアーッと飛んでいった（鳥取

県米子市）」「900mも火が飛んで16戸全焼（富山県

小矢部市）」「りんご畑も山林も全滅以上の全滅、

隣の黒石市では最大瞬間風速が62m/sを記録した

ところで風速計が壊れた（青森県弘前市）Jという

体験談でも明らかである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・闘闘・・・・・..・・・・・・・・・・・・
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図 1に示したように、

コース、勢力とも、 1954

年 9月26日に日本列島に

襲来して青函連絡船を遭

難させた洞爺丸台風とき

わめて類似していた。日

本海中部を北東進してい

た時点てー洞爺丸台風より

強い勢力を維持し、この

種の風台風のなかでは最

大規模であった1961（昭

和36）年以来、実に30年ぶ

りの大きな被害をもたら

した。

台風19号による最大瞬間風速と被害

2 大被害をもたらす

台風の襲来の

最近の動向
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91年台風19号

と洞爺丸台風

図 1 91年台風19号による最大瞬間風速（黒丸は観測史上第 l位の
＋莫、コースともきわめてよく 配録）と被害（四角）、および洞爺丸台風の経路

似ており、被害の様相も風台風特有の家屋の倒壊、 台風と類似、沖縄の南海上で最低気圧910hPaを記

風倒木、果樹被害、高潮災害、加えて塩害による広

範囲の停電被害など、 第 2室戸台風以来の広い範

囲での暴風災害となった。

また、図 2で示したが、 1990年の台風19号も同様

に日本に襲来した最大規模の台風の一つである

1961年の第 2室戸台風にコース、規模ともきわめてよ

く似ており、沖縄付近での最盛期では中心気圧が

890hPa、四国の南海上ですら935hPaと非常に強い

勢力のまま日本列島に接近、強い勢力で上陸した。

このように、 90年の台風19号が第 2室戸台風、 91

年の台風19号が洞爺丸台風ときわめてよく類似して

いた。さらに、 1987年の台風12号が1959年の宮古島

録し、東シナ海に入って北緯29度の海上プイで937

hPa、最大風速40m/sを記録、大型で強い勢力を維

持したまま北上、大阪と同じ北 緯34度に位置する対

馬の厳原で＇ 947hPaが観測され、この緯度での20年ぶ

りの記録となった。最大風速は40m/sを超し、中心か

ら150kmも離れた九州、同陸上でも最大瞬間風速が60

m/sを超す非常に強し3風が吹いて風倒木被害をだし

ている。

仮に台風12号の経路がもうlOOkmでも東にズレたと

したら九州に甚大な被害が予想され、まさに紙一重の

差であり、 91年の台風19号の被害がそれを裏付けて

いる。

・・・・・・聞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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いずれにしても、戦後の顕著な被害をだした命名

台風の主要なものの洞爺丸台風、狩野川台風、宮古

島台風、伊勢湾台風、そして第 2室戸台風が次々と

日本に襲来し、この100年の期間での台風災害が史

上最悪の 8年間となった1954年から1961年の最も活

動的な危険期間とこの数年の台風襲来とが約30年

ぶりの周期で酷似してきたことが理解されよう。

1954年からの最悪の 8年間を台風災害史の記録

からみると、 3年分の伐採量に匹敵する風倒木被

害、青画連絡船洞爺丸の遭難、岩内大火などの風害

の大被害をもたらした洞爺丸台風の1954年を皮切り

に、翌日年には屋久島の最低気圧が938.5hPa、最大

風速49.lm/s、最大瞬間風速63.0m/sの記録をもた

らした猛烈な台風が九州に上陸した。

58年には、海上では「大型で猛烈な強さ」をもって

いた狩野川台風が伊豆半島、東京地方を直撃して大

きな風水害被害をだした。東京での日降雨量の

392.5ミリはダントツの第 1イ立でいまだ破られておら

ず、いかにすさまじい豪雨だったかがわかる。

59年には宮古島台風が宮古島を通過し、最低気圧

908.4hPa （この当時の陸上での最低記録）、最大瞬

間風速64.8m/sで大きな被害がでた。そして10白後

には、伊勢湾台風が東海地方に襲来し、死者行方不

明者が5,098人にのぼり、この100年間で最悪の台風

災害となった。

61年の第 2室戸台風は、沖の鳥島の南海上で中

心気圧888hPa、最大風速lOOm/sの最大規模に発達

し、伊勢湾台風の同程度か、むしろより強い勢力の

台風となった。上陸した大阪では室戸台風より低い

最低気圧937.OhPaを記録し、死者202人と大きな暴

風被害がもたらされた。

まさに台風災害史上の特筆される最悪の 8年間で

あった。

3 大被害台風の襲来コースの

30年周期の変動

史上最悪の 8年間も1961年の第 2室戸台風で終

30N~I 止符を打って、それ以後の台風災害は激減した。

~ 
120E l 130E ‘ 140E、』

①1987年台風12号 ②90年台風19号
③91年台風19号 ④54年宮古島台風

⑤61年第2室戸台風 ⑥54年洞爺丸台風

⑦59年伊勢湾台風

図 2 最近数年の大型で強い、もしくは非常に強い勢力で

接近上陸した台風の経路および類似の顕著台風

もちろん、防災情報の的確さと制度が向上し、防

災施策も大きく進展したことによ っていることは

事実である。激減は単にそれだけでなく、襲来コ

ースそのものが変化したのではなかろうか。

そこで、大きな被害をもたらす台風の襲来コー

スの変遷を調べるため、 中心気圧が930hPa以下

（標準台風で、は最大風速が約48m/sに相当、台風の

強さの分類では「非常に強い」となる）に発達し

た台風のみ抽出し、年々の経路とその非常に強い

期間がどこを通るか、どこまで北上してきている

かの変動を調べてみた。

最悪の台風被害の 8年聞を中心に、台風の襲来

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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コースの長い周期の変動を分類し、特徴的な期間

に分類した結果を図 3、図 4、図 5に示す（図で

太い経路が930hPa以下、破線はその後の経路を表

す）得られた特徴は次のとおりである。

① 『非常に強い台風が高頻度で来襲した期間J

(1954ー1961年）図 3

54年の洞爺丸台風で始まり 59年の伊勢湾台風を

はじめ、日本列島に甚大な被害 をもたらした非常

に強い台風の接近、上陸が相次いだ最悪の 8年問。

非常に強い勢力で上陸するか、直前までその勢力

を保ち直撃しているのが特徴。

② 「平穏な期間J(1962-1978年の16年間）

図 4は比較のため1962 69年の 8年間のみ示す

が、あとの 8年間も同様な傾向。①に続く 1960年

代中ごろから1970年代の中ごろまでの16年聞は台

風被害が激減した期間となり、経路としては、ご

く稀な例 を除いて中心の気圧が930hPa以下の非

常に強い台風 が北緯26度以北には北上しておら

ず、その後の経路 も日本を避けている、まさに平

穏。

図3 非常に強い大型の台風が高頻度に来襲した期間

(1954年一1961年）（太線は930hPa以下の期間）

③ 日本の近傍へ接近襲来する「日本近傍接近期間」

(1979-1986年）図 5

台風の中心気圧の観測史上、世界最低気圧が観

測された1979年の台風20号が衰えながらも日本に

上陸した。 この1979年を皮切りとして86年までの

期間は、再び①の活発期の状態に戻りつつある選

移期間に当たる。強い台風が日本の南海上の近傍

図4 平穏な期間 （1962年一1969年）

（太線は930hPa以下の期間）

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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まで接近し、衰えながらも上陸して大被害まで至

らず中程度の被害が多発する。

④非常に強い台風の高い頻度での来襲の 「再危険

期間』 （1987年一現在）

①の活発期に当たり、 1987年台風12号はこの活

動期の序章であり、 90年の台風19号、続いて91年

の台風19号は、すでに述べたように、 1956年から

61年にかけての活発期の再来襲危険な期間へと突

入したと言わざるを得ない。結果的にみて91年の

台風19号でこのことが実証されたことになった。

一つの周期は①②③から①（④）へ戻る 3段階に

歴然と別れており、 1サイクルは周期がおよそ30

年となっていた。台風災害史をさかのぼると、1934

年の室戸台風以来、 1935年から41年までは平穏な

時代であり、 1942-1953年は②に相当する遷移期

間となり、①の最悪の 8年間へと移行している。

4 台風の発生数と接近数、上陸数の変遷

台風の発生数および日本列島への接近数、およ

び上陸数（南西諸島を除く）の年々の変動と、 5

年移動平均を図 6に示す。

発生数の年ごとの変動は、最大が39個で 2年後

に最小の19個と大きく変動しているが、エルニー

ニョサイクルとよばれている約 4年周期の変動が

基調となってかわっている。この変動を滑らかに

した 5年移動平均の変動では、 30年前後の長い周

期での変動の傾向がみられる。

一方、南西諸島を除く日本列島に接近する台風

の数と上陸数は、 5年移動平均でみると変化傾向

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・園周・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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は一致しており、年々の変動は、最近のこの数年

を除いてエルニーニョサイクルが卓越周期となっ

ている。

5 大被害をもたらす台風の襲来の条件

一般に、大きな被害をもたらす非常に強い台風

が日本付近に襲来する場合は、平均的にみて、

(1）台風としては充分に成熟し少なくとも930

hPa以下で、かつ水平方向にも大型に発達する（o
9月の中旬から下旬が好適）。

(2) 季節的には後退しているが、なお 9月ですら

太平洋高気圧が適度に強く、張出しが東経130度付

近にある。軸は北緯25度から30度付近にある（。

充分に勢力を維持したままの台風を順調に北上さ

せ、転向点がこの緯度付近になることが可能）。

(3）発生してから 5 10日程度経過した最盛期の

強い状態で襲来する経路が必要な地理的位謹で発

生する（発生位置が北偏せず、マリアナ海域から

東の北緯10度付近、東経140度 160度が好適）。

(4）偏西風帯の深いトラフが120-130度付近にあ

り、強風軸が東経130度以西で北緯35度付近まで南

下している（oトラフの南東象限に台風が侵入し

て、勢力を維持しながら加速し日本に上陸する）。

このようなきわめて条件の揃った場合のみ大被

害台風となる。「高頻度の襲来期間」はこのような

一般場の状態が長く続き、ポテンシャルが高い状

態が続いていることになる。

一方「平穏な期間」は、太平洋高気圧が西に大

きく張り出すか北にシフトしており、台風は日本

付近に北上でさずに西進してしまうか、逆に早め

に転向して南海上を東進してしまう。台風そのも

のが強くならないのも特徴の一つである。この移

行期間が潜在的に大被害台風がいつ接近上陸して

もおかしくない「近傍接近期間」の期間となる。

d日平年i直； 27.8 

35 

3日

4 

3 

2 

61 71 81 91 
年

図 6 台風の発生数、日本列島（南西諸島を除〈）に接近

および上陸した台風数（年）

子

図 7
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62 



’93予紡時報175

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・g盟国・・・・・・・・・・防災基礎様座
これら一連の台風の襲来頻度の周期は約30年で

あり、日本付近の降雨量の長期変動にも30数年の

変動が現れており、気候学的に有意なプリュック

ナーの周期に近い。

これらの30年にも及ぶ変動は、熱帯から偏西風

帯までの大規模場の流れと密接に関係している。

この偏西風帯の流れと太平洋高気圧の消長によっ

て大きく影響されている北海道の平均気温の経年

変化をみると、平均気温の変動が大きい変動期

(1946 1962年）、変動の小さい安定期（19631977 

年）、再び変動期（19781992年（現在））とそれぞ

れ15 16年、都合およそ30年周期で変動するとい

う興味深い観測l事実がある。

すでに述べた大被害台風の襲来期間、すなわち

「日本近傍接近期間」「高い頻度で非常に強い台風

が襲来する期間」の1942-1953年、 1954-1961年、

および1978年 1986年、 1987年一現在までの台風

襲来の活発期と気温が大きく変動する期間とが見

事に一致している。 また平穏な16年、すなわち、

1962年一1978年と気温変動の安定期とが一致して

いる。 また、 1977年からの気温変動期には東北地

方の太平洋側の「やませ」による10年にも及ぶ低

温基調が対応している。

地球を巡る何らかの大気の大きな流れが、この

およそ30年で変動していることはいえそうで、そ

の変動のなかで台風の襲来コースも変動している

ことになる。しかしながら、長周期の変動をもた

らす大規模場の流れがどのように変動し、何が最

も重要な要因であるかは、今後の解明に待たねば

ならない。

6 保険でみた台風災害の新たな側面

以上述べた大きな被害をもたらす台風の日本へ

の襲来の頻度には、約30年の長周期の変動が存在

し、現在は台風災害が多発する危険期間に再突入

してきたことになる。 これに伴い、損害保険の支

払も激増してきている。

1980年から89年の10年間での気象災害（台風、

集中豪雨、 雪害）に支払われた保険金の合計が

1,326億円だったものが、 90年台風19号での365億

円（火災保険のみ約 2万8,000件、 293億円）、そし

て91年台風19号では損害保険の支払は60万7,321

件、支払保険金は5,675億円（火災保険のみ48万件、

約5,000億円）にのぼり、 80年代の10年間分の4.3

倍に達している。

一方、台風災害それ自体、近年の都市化への社

会機能の集中化、高度情報化の進展、高速交通網

の進展や産業構造の 3次産業への重心の移行な

ど、社会状況の変化に従い災害の様相を大きく変

貌させてきている。すなわち、①都市化、ハイテ

ク化による浸水害の増大と被害額の増大、ハイテ

ク産業の地方展開による洪水浸水害への脆弱性が

より深刻化。②都市化による地面組度の増加で突

風率が増大し突風被害の増大。③情報化網、電力

供給網の塩風害による影響度の飛躍的な増大。④

植林の間伐の遅れによる脆弱さから人工林の風倒

木の増大。⑤高速交通網の強風に対する脆弱さの

増大などなど、新たな側面が生じてきている。

損害保険の料率算定は一般に過去の実績をもと

に将来の予測を加味して算定されるのが、一般的

な考え方である。しかしながら、自然災害に関す

る料率設定には予測性と経済損失との因果関係は

不確実な要素が多く、きわめて難しいのが現状で

ある。自然災害のなかで最も重要なよつである台

風襲来に周期性が存在し、襲来に関して危険な傾

向がなお続くだろうとの予測は、刻々と生き物の

ように変わる災害パターンの変貌とともに将来予

測の重要な予測l因子となるのではなかろうか。

（むらまっ てるお／気象大学校教授）

・・・・・・・・・・・闘・・・・・・・・・m・削簡閲・・・・・・・・・闘・・・・・・・・・・・
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．防災ビデオ「地震！その時のためにJを制作し

ましrニ。
当協会では、毎年各種の防災映画 ・ビデオを制

作し、貸出しを行っておりますが、このたび、家

庭内地震対策のための防災ビデオ「地震！その時

のために～家庭でできる地震対策～」（カラー・28

分）を安倍北夫聖学院大学教授監修のもとに制作

し、全国の地方自治体の防災センターに寄贈する

とともに、無料貸出しを開始しました。

本ビデオでは、銀｜｜路沖地震の体験者である主婦

が自分の体験に基づき、家庭内防災の必要性とそ

の具体的な方法についてわかりやすく解説してお

ります。また、東京大学地震研究所の溝上恵教授

に出演願い、過去の地震の被害や地震発生のメカ

ニズムについても併せて説明しております。

なお、本ビデオには手話を組み入れ、聴覚が不

自由な方にも見ていただけるように工夫いたしま

した。

er国際防災会信あいち・なごや’93J

自然災害による被害を軽減し、安全で快適な暮

らしを実現することは、人類共通の願いです。こ

の願いを実現するために、 1987年の第42回国連総

会決議に基づいて1990年代を「国際防災の十年J

と位置付け、世界各国が協調して地球的規模で自

然災害による被害軽減に取り緩んでおります。

との「国際防災の十年jの推進活動の一環とし

て、本年10月末から11月初旬にかけて「国際防災

会議あいち・なごや’93Jと防災イベントが開催さ

れます。

繕sI 1.専門窓会蛾｜

目的：本会議は、災害に対する脆弱性が大きな謀

題となっている大都市圏における災害の予

防・軽減・復旧に関する戦略について、最

近の各国での体験を踏まえて情報交換を行

うことにより、さまざまな防災施策のノウ

ハウを、開発途上国をはじめとして世界の

各国で活用する方策を見い出すとともに、

「国際紛災の十年jの一層の推進に寄与する

．防災プラザを開催します

当協会では、火災・交通事故をはじめ、集中豪

雨、地震などの自然災害や、家庭内での事故など

から身を守るための基本的な知識と技術を習得し

ていただく場を提供するため、毎年防災プラザを

開催しています。

防鑓フ，ザ・いi,i'b
u ま際空怠！＇.！！摺 !:::11.""'
叫回 全除叩図
・観理タ闘相酬帥

画面画
・釦哩噌話』唱、慣臨
・－噂＝高さ，噌市馳

－－ 
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ものです。

主催：国際紡災の十年推進本部、愛知県、名古屋

市、国際防災の十年国民会議、世界銀行、

国際連合地域開発センター

日程：平成5年11月1日（月）～ 4日（木）の4日閉

会場：名古屋国際会議場および名古屋観光ホテル

参加者：海外＝大規模災害を被災し、または被災

する恐れのある園、州、都市等の幹部職

員、研究者等およぴ防災関係の国際機関

の幹部職員、研究者等

国内＝園、地方公共団体、その他の防災

関係機関等の幹部職員、研究者等

なお、一般の方の聴講も可能です（事前

に参加登録が必要）。

スケジュール：

11月1日（月）名古屋国際会議場センチュリーホ

ール

開会式： 13待25分～14時15分

基調講演： 14時15分～15時

「IDNDRの活動と大都市圏の防災Jジェーム

ズ・ P・ブルース氏

全体会議： 15時15分～17時15分
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本年度は、 10月8日（金）～10月11日（月）に金沢

市（会場：アルプラザ金沢）、 11月20日（土）～11月

23日（火）に熊本県菊池郡（会場．ジャスコ大津店）

で開4雀するこ ととなりました。

ロボットシアタ一、バイクのシミュレーション、

テレビゲーム、パソコン、災害疑似体験マシーン、

地震体験マシーン、 SPストームシステムなどの展

示、試乗機材や、各種の防災クイズなどにより、

楽しみながら火災 ・交通事故・自然災害に対する

防災意識を身につけていただく催しです。お近く

の方は、ぜひご来場ください。

．防災シンポジウム「東海地震と家庭内地震対策J
を開催します

’93防災シンポジウムを静岡市において、静岡県

に協力して次の内容で笑施することとなりました

ので、お近くの方はご参加ください。

－名称 （案）：東海地震シンポジウム

・日時 ：11月7日 （日）13時30分～16時40分

「世界の自然災害による人命と資産の損失j

コーディネーター： ：土岐憲三氏

（過去の自然災害の経験を踏まえて、都市居住者

の生命の裏失と資産の損失に関する危険度につ

いて各種の統計量、試算、解析など定量的な表

現に基づいた討議を行います）

11月2日（火）名古屋国際会議場会議室

分科会 1 9時30分～17時 f都市の発展と防災J
コーディネーター：西山康雄氏

分科会 1-1 9時30分～12時30分

「都市活動変化に伴う災害危険増加J
座長：竹回厚氏

分科会 1-2 14時～17時

「災害のリスク評価に基づいた都市計画

の在り方j座長： ；梶秀樹氏

（持続可能な都市計画を誘導していくう

えでの災害防止に対する配慮、ならびに

災害軽減の観点から都市開発計画を調整

するための行政的な手法等について各方

面から検討を行います）

分科会2 9時30分～17時

「都市災害と都市機能」

’93予防時報175

・会場：静岡労政会館

．主催 ：静岡県

－共催：日本損害保険協会

－目的：静岡県の防災月間 （11月）の機会に、防

災の基本である「自分の身は自分で守る」

を改めて考えていただくとともに、銀｜｜路

沖地震被害や北海道南西沖地震被害、新

たな東海地震の被害想定を参考に、自分

の身の回りには、 どのような災害が発生

する可能性があるか、その災害に対して

どのように対応したらよいか、「東海地震

と家庭内地震対策jのテーマのなかで考

えていただくことを目的としています。

・スケジュール（案）

13時30分開会挨拶

静岡県・日本損害保険協会

13時50分基調講演伊藤和明氏 （文教大学教

授 ・NHK解説委員）

演題「東海圏を取り巻く地震環境j

コーディネーター： i亀田弘行氏

分科会2-1 9時30分～12時30分

「ライフライン（交通インフラを含む）の

確保と途絶時の代替策（災害連鎖対応策

を含む）J座長：高木不折氏

分科会2-2 14時～17時

「学校・病院等重要公共絡訟における防

災j康長：多賀直恒氏

（災害時の都市機能維持の重要性という

観点から、これら社会基盤施政の防災・

安全対策の問題を採り上げ、この面にお

ける都市紡災の力点をどこに置くか、ま

た、どのような具体的方法をとるべきか、

等の課題について討議を行います）

分科会3 9時30分～17時

「地域社会における防災行政と住民参加j

コーディネーター：東浦洋氏

分李十会3-1 9時30分～12時30分

「地方自治体における防災行政と情報化

戦略j座長：岡部慶三氏

分科会3-2 14時～17時

「住民参加と防災j座長：柳川喜朗氏
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14時40分－ パネルディスカッション

コーディネーター

伊藤和明氏（前掲）

パネリスト

溝上恵氏（東京大学地震研究所教授）

庚井筒氏（東京大学社会情報研究所教授）

伊野盛夫氏（静岡県総務部防災局長）

福代孝司氏（日J機裳株式会社静岡製作所

総務部施設グループリーダー）

災害体験者

・秋の全国火災予防運動用パンフレットを制作し

ました

火災の発生件数は、横這い状況にありますが、

放火・放火の疑いは、若干増加傾向にあるように

恩われます。また、高齢者の方の被害も増加して

おります。まず「自分の家から火は出さないJは

防火の基本ですが、少し家の外にも目を向けてみ

てはどうでしょうか。

（事前準備としての地域災害対応計画の

在り方、円滑な計画の基本となる災害情

報の管理、地域住民の自主的防災活動、

防災ボランティアによる活動等、住民参

加の促進等について討議を行います）

11月4日（木）名古麗観光ホテル会議室

分不十会4 9時30分～12時30分

「災害研究の最先端と都市防災J
コーディネーター：武田喬男氏

（水災害、地質災害を中心に、人工衛星を

含む地球規模の観測網、コンビュータシ

ミュレーションなどを活用することによ

り、 21世紀ヘ肉けて防災の新しい展開を

図ろうとする研究内容を紹介しつつ、都

市防災の在り方を探ろうとするものです）

総括とりまとめ 14時～16待30分
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コーディネーター：；水谷伸治郎氏

（各分科会で討議された各種提案や課題

を踏まえ、行政、研究機関及び地域住民

等が、今後それぞれの立場において解決

すべき課題と進むべき方向について rz1
世紀への大都市圏紡災jという提案とし

そこで、秋の全国火災予防運動（11月9日～15

日）を契機に、改めて防火を考えていただくため

「防火の輪 つなげて広げて なくす火事」（B6 

判、 12頁）を消防庁の監修をいただき100万部制作

いたしました。各県消防防災課および各損害保険

会社を通じて、広く皆様に配布することとしてお

ります。

調~·・E・
．槍.で取り組む防火防＂＇

献の備つなげて広げて Sくす火事

目日本繍嘗保険温会

てまとめるため、各分科会の検討結果、

および、これに対する各分科会問の関連

を含めた総括的討議を行うものです。さ

らに、この総括討議結果を基に、最終目

的として本会議における「提言Jを採択

する予定です）

湖会式16時30分～

I 2.防災イベント ｜

目的：「国際防災会議あいち・なごや’93Jの開催

と併せて、地域住民の方々の防災意識の高

織と知識の向上を図ります。

主催：！愛知県、名古屋市

開催期間：平成5年10月初日（土）～11月3日（水）

場所：名古屋市内

その他：入場無料

①防災フェスティパル

開催日： 10月初日（土.） 14: 00～17: 00 

10月31日（日） 14：帥～16:00 

場所：栄 ・もちの木広場

内容：ステージ、啓発、体験、出展の各ゾーン

を霊安け、見る・測く・試すという要素で



．今年の防火ポスターができました

平成 5年度防火標語（防火の輪 つなげて広げ

て なくす火事）をもとに、全国火災予防運動等

に使用される防火PRポスター65万枚を制作し、消

防庁に寄贈（62万枚）いたしました。なお、当協会

が毎年作成し消防庁へ寄贈した防火ポスターの累

積枚数は今回分を含めて2,243万枚にのぼります。

この防火ポスターを特にご希望の向きには、先

着500名様にプレゼントいたします。また、本ポス

ターを参考とした特製テレホンカードを抽選でご

希望の方200名にプレゼン卜いたします。

はがきに「住所」「氏名J「年齢」「職業」を記入

の上、希望商品「ポスターjまたは「テレカJを

記載し、下記までお申し込みください。締切りは、

10月31日（日）消印有効とさせていただきます（表

4参照）。

〒101東京都千代田区神田淡路町 2-9

（社）日本損害保険協会 ポスター ・テレカ係

防災を楽しく学ぶ屋外イベン卜です。

②“防災”ふれあいのタペ

開催日： 10月31日（日） 18 : 00～20: 30 

場所：愛知芸術文化センター・大ホール

内容：防災への関心を深めるための堀内孝雄の

コンサートと田村高庚のトークショーで

す。

その他：抽選で2,000名の方をご招待します。

③荒ぶる地球展

開催日： 11月1日（月）～ 3日（水）

10: 00～17: 00 

(11月1日のみ12:00開場）

場所：名古屋国際会議場・イベントホール

内容：自然災害の発生メカニズムの解説や災害

実例、防災対策が模型や災害シミュレー

ターの映像などを通じて理解できる学習

イベントです。

④国際防災公開フォーラム

～災害は知恵で防ぐ、心で守る～

開催日： lHj3日（水） 10: 00～12: 00 

場所：名古屋国際会議場・センチュリーホール

内容： f災害発生時の海外と日本の対応の違い
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協会だより
．消費生活センターとの懇般会

当協会では、社会各層を対象に、損害保険に関

する情報の提供を行い、また消費者の意見を聴取

して業務に反映させるため諸活動を行っておりま

すが、その一環として全国各地での消費生活セン

ターとブロック別懇談会を開催しており、本年も

次のとおり実施および実施予定です。

平成5年5月 北陸地方消費生活センター

6月 中園地方消費生活センター

について（予定）Jをテーマに、同時通訳に

より国際会議の雰囲気を味わいながら住

民の役割を考える公開フォーラムです。

I 3.海外防災救撮募金！

内容：日本赤十字社の協力を得て、開発途上国

の被災菌に対し、防災に関する救援活動

を行います。

実施期間：平成5年9月1日（水j～11月4日（木）

受付：①募金箱

専門家会議、各イベント会場にパネル付

き募金箱を設置します。

②郵便振替口座

口座番号名古窪 1-9583

「海外防災救援募金J
＊事務局でも直接取り扱いをしています。

＊ ＊ 

「国際防災会議あいち・なごや’93J、防災イベン

トおよび海外防災救援募金に関するお問い合わせ

は、実行委員会事務局（愛知県庁内） TEL (052) 

972’0520までお願いいたします。
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6月 静岡地方消費生活センタ－

9月 新潟地方消費生活センター

10月 （予定）東北地方消費生活センター

平成6年2月 （予定）神戸地方消費生活センター

上記の他、首都圏消費生活センターとの懇談会、

国民生活センターとの対話活動、および主要報道

機関社会部長 ・経済部長、主要経済雑誌編集長と

の懇談会ならびに報道機関婦人家庭欄担当者、レ

ジャー記者クラブ記者との交流、地元報道関係者

との対話活動等公聴活動を行っております。

．海外の安全防災法令・規則の報告書

一火災・爆発・労働災害リスク対象ー

日本企業が海外に進出し、工場や商業施設を建

設する際の参考にしてもらうために、各国の安全

基準およびその運用実態について調査 ・研究を行

い、報告書としてまとめました。

これまでに、アメリカ、イギリス、タイ、 ドイ

ツ、マレーシア、シンガポールの 6か国について

調査を終了しておりますが、このほど新たにオー

ストラリア編、フランス編を刊行いたしました。

対象リスクは、企業が海外への進出に際して、初

期の「施設の設計j段階から、その検討が必要と

される「火災j「爆発」「労働災害」の三つとし、建

築主、経営者として知るべき安全防災法規の種類

とその運用実態などの情報に重点をおいています。

また、オランダ、インドネシア、台湾について

も今後調査していく予定にしております。

・地下空間に係わる安全・防災対策に関する調

査・研究報告書について

都市機能の集中化に伴い、空間の高度利用化が

進んでいますが、そうしたなかで新たな空間資源

として地下空間が注目され、近年その有効利用が

大きな関心を集めています。

都市の地下空間には、すでに建物の地階、 地下

街、地下駐車場、 地下駅舎等、多くの地下施設が

建設されており、今後益々増加していくとともに

一層深層化・ 大規模化・ 複合化していく傾向にあ

ります。しかし、地下空間の防災上の特徴として、

その閉塞性から予想される火災性状の特殊性と避

難困難性が考えられ、安全性について慎重な配慮、
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協会だより
が必要です。

当協会では地下空間に係わる安全 ・防災対策に

関する調査 ・研究として

O地下利用の現況と災害事例研究

O地下空間の安全性評価研究

O地下空間の安全性評価手法の実用化研究

の三つの部分に分けて取り組みを行いました。

報告書も3分冊となっており、地下利用の動向、

事故災害事例、および、リスクについての調査 ・

検討を加えると共に、地下空間の実用的な安全性

評価手法についてまとめています。

調査・研究成果については損害保険各社の安全

サービスや防災診断、施設の維持管理者の業務遂

行に当たって、直接あるいは参考資料として利用

できるものと考えています。

．交通安全情報徳「C&I〔CRASH& INSURAS・

CE〕」を創刊

当協会では「交通安全推進室」を設置し、自動

車 ・自賠責保険の事故データの分析や、交通安全

に関する研究など、交通事故の防止 ・軽減に向け

た活動を行っております。今般、これら分析研究

の結果得られたものを「データに裏打ちされた情

報」として消費者の皆様にお伝えしていくため、

週刊誌感覚でまとめた掲記情報誌（AB版・16頁・

カラー）を創刊いたしました。

発行は年2、3回程度を予定しており、今年度は、

2号を10月、 3号を 3月ごろに発行する予定です。

ご家庭や学校、職場、 地域の集まりなどでご利

用いただければ幸いです。なお本誌は、実費で頒

布しており、一部 200円（税・送料込）。お申込み

は『損保セーフティ事務局Jft03-3561 2592まで。



’93年5月.6月 ・7月

災害メモ

合火災

es・28 東京都江東区北砂の住宅

で火災。 1 、 2 階部分llOm•焼失。母

子4名死亡、 3名重傷。

.6・10 千葉県松戸市の束ポリ株

式会社松戸工場倉庫から出火。同倉

庫 l 棟約995m•全焼。市道をへだてた

隣接住宅 l様36m'全焼、 2棟一部焼

損。 3名軽傷。

.6・19 青森県五所川原市の飯詰

小学校 1階トイレ付近から出火。校

舎 1棟約2,000m•全焼。児童115名と

教職貝が町内会集会所に避難。

• 6 ・ 29 栃木県小山市の店舗兼住

宅 1階から出火。 1棟約420m’全焼。

3名死亡。

• 1 ・ 28 栃木県今市市の住宅で火

災。 l棟約125m'全焼。 2名死亡、 l

名負傷。・7・31 千葉県八千代市の非鉄金

属地金会社松下麦丸工場で火災。鉛

圧延工場の一部660m・焼失。圧延機、

加工製品など損害は 5億円以上。

合爆発・7・2 福岡県糟屋郡久山町の福

岡アルミ工業本社工場で、アルミ溶

解炉が爆発。同工場約3,800m'の屋緩

や壁が吹き飛ぴ全壊。 13名負傷。ア

ルミ 5tを溶解中、水が浪人し水蒸

気爆発を起こした疑い。・7・4 愛媛県新居浜市の住友化

学工業愛媛工場でエポキシ樹脂生産

プラン卜が爆発、炎上。延べ5,300討

をほぼ全壊。爆風で半後 1kmのホテ

ルや民家約150軒のガラス破損。溶媒

液タンクの圧力上昇で安全弁から噴

出したガスに、何かが引火したらし

い。 1名死亡、 3名重軽傷。

合陸上交通

es・9 愛知県名古屋市の市道交

差点で、走行方法をめぐるトラブル

で、猛スピードで追走した乗用車が

電柱に、逃げたオートパイ 2台のう

ち l台が高速道路の支柱に激突。 5

名死亡、 3名重軽傷。・5・9 東京都文京区の首都高速

で、走行中の大型トレーラーから反

対車線に紙ロール46巻計約27tが落

下し、乗用車やタクシー 7台が衝突。

4名死亡、 5名重軽傷。最大積載量

の 2倍強のロールを積んでいたほ

か、荷台の固定が不充分だったらし

し3。

es・9 千葉県浦安市の首都高速

湾岸道路上り線で、ダンプカーが中

央分離帯を越えて横転。対向車線の

采用車3台と次々衝突。 3名死亡、

3名重軽傷。

es・23 三重県四日市市のJR関

西本線で、海蔵川鉄橋上を歩行中の

3名が特急列車・南紀82号に跳ねら

れ、全員死亡。

.6・1 愛知県岡崎市の東名高速

道下り線でワゴン工事が横転、中央分

離帯のガードレールに激突、大破。

4名死亡、 3名重軽傷。・6・19 宮城県志田郡鹿島台町の

J R東北本線で、保線作業員 3名が

貨物列車に跳ねられ、全員死亡。・7・5 長崎県佐世保市の国道35

号で、スピードの出し過ぎで中央線

を越えた乗用車が対向卓線の乗用単

と正面衝突。 3名死亡。

• 1 ・ 7 福島県郡山市の磐越道・

鞍手山一新中山トンネル間で、乗用

車が中央線を越え、 2tトラ ックと

正面衝突。 4名死亡、 l名軽傷。・7・18 滋賀県愛知郡秦荘町の名

神高速上り線で、乗用車が中央分離
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帯に接触した事故をきっかけに、大

型トラックや乗用車など計14台が追

突、横転。 8台炎上。 4名死亡、 8

名重軽傷。・7・23 茨城県つくば市の県道交

差点で停車中の乗用車が、飲酒運転

の乗用車に追突され約50m飛ばされ

炎上。 3名死亡、 l名重傷。

脅海事監・7・23 静岡県下回市爪木崎灯台

i中で、タンカー遼洋丸（699t . 7名

乗組）と、貨物船パシフィックエク

スプローラー（12.553 t）が衝突。

遼洋丸のタンクから重質軽油約500

kl流出。・7・28 長崎県佐世保市高島沖

で、巻き網漁船第21金光丸（14t・

11名乗組）と砂利運搬船龍玉丸（683

t . 5名乗組）が衝突。金光丸は沈

没。 9名死亡。

＊航空

.5・2 東京都大田区の羽回空港

で、全日空B747400型旅客機（乗員

乗客 490名）が、着陸後、補助動力

装置の異常で震が充満したため緊急

停止。乗客が脱出用シューターで緊

急避難の際、地面にたたきつけられ

るなどしてお名重軽傷。・7・15 埼玉県比企郡鳩山町で、

エースヘリコプタ一社のヘリコプタ

ーぺlレ214型機が、資材運搬中にグラ

ンドに墜港、大破。 4名重傷。

合自然・5・2 山形県西村山郡西川町の

月山で、春スキーの新潟大学生4名

が遭難。全員死亡。・5・2～ 長崎県雲仙普賢岳で、

大雨により水無川 ・中尾川流域に土

石流発生。島原市と深江町で家屋85

棟全半段。

.5・26～ 6・7 伊豆半島東方沖
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で群発地震。期間中9,501回（有感地

震 174回）の地震を記録。 M4級の

地震は伊東市で4回、網代市で 1回

発生。

.6・18 梅雨前線の活発化により

九州地方で豪雨。崖崩れ、鉄砲水が

相次ぐ。熊本県小田町の杖立温泉で

は崖崩れのため 9棟全壊、 2名死亡。・6.23～24 長崎県雲仙普賢母で

大火砕流。島原市南千本木町と北千

本木町で187棟焼失。自宅見回り中の

1名死亡。26日にも長さ5.5kmの大火

砕流発生。災害対策会議で規制i区域

の拡大を急漣決定。

.6・28～29 梅雨前線の活発化に

より、中国 ・四園地方で豪雨。島根

県平田市の工事現場で、作業中に土

砂崩れのため 2名死亡。・7・12 北海道南西沖でM7.8の

地震（表2参照）。・7、8月 梅雨前線の活発化で西

日本を中心に被害続出（グラビアペ

ージヘ）。

合その他

.5・7 山梨県南都留郡忍野村の

リゾートマンション ・ロイヤル山中

湖ハイムで、烏の巣が換気口をふさ

いだため、給湯用ボイラ←が不完全

燃焼を起こし、一酸化炭素が排気管

のひび割れから漏出。 7名死亡ロ・6・24 島根県江津市の宇野丸養

殖部の取水タンクで、海水取水パイ

プの中の異物が腐ってガスが発生。

3名死亡、 1名重体。・7. 7 秋田県仙北郡田沢湖町の

架橋工事現場で、橋げたが崩落。作

業員 9名が約5Qm下に転落。 4名死

亡、 1名重体、 4名重軽傷。

合海外・5・5 中国 ・甘粛省を 4月末か

ら12回にわたり砂嵐が襲い、 57名死

亡、 30名行方不明、 287名負傷。家屋
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数百棟破壊。

.5・9 エクアドル・ナムビハの

鉱山地区で豪雨による大規模な地滑

り。民家約80戸が埋没し、 200名以上

死亡。・5・10 タイ ・バンコクでぬいぐ

るみ工場ケドゥーインダストリアル

タイランドが爆発 ・炎上。隣接工場

zt東に飛び火し全焼。11日現在240名

死亡、約550名負傷0.5・19 コロンビア ・メデジン南

方のアンデス山中に SAM航空B-

727型機（乗員乗客132名）が墜落。

全員死亡。.5・27 f罪・フィレンツェのウフ

ィツィ美術館で車爆弾テロ。 5名死

亡、 29名負傷のほか、美術品や建物

に300億リラ（約24億円）の被害。・6・12 中国・福建省西部で豪雨

により19名死亡、 2名行方不明、 19

名負傷。家屋の損壊など45,000世帯、

225,000名被災。・6・26 フィリピン ・ルソン島に

大型台風が上陸。 28名死亡、約38万

名被災、被害総額5億ぺソ（約20億

円）。・7・2 フィリピン ・マニラ近郊

のボカウエ川で定員オーバーの祭事

用はしけが転覆。 315名死亡、 34名行

方不明、 34名負傷。・7・11 米国東部で38℃を超す記

録的な熱波。 11日までに45名死亡0

• 1 ・ 18～ 24 中国 ・湖南省で 1日

300mmを超える豪雨による洪水。 720

名死亡。被災家屋50万戸。

• 1 ・ 25 インド ・ネパール ・バン

グラデシュの 3国で6月末以来、モ

ンスーンによる豪雨のため洪水、地

滑りが多発。 3園で3、000名以上死

亡、被災者数千万名以上。

• 1 ・ 26 韓国 ・木浦空港近くの山

中にアシアナ航空B 727型機（乗員

乗客110名）が墜落。邦人 2名を含む

66名死亡。
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編集後記

今年の夏は低温、長雨、日照不足

で悩まされ、農作物の被害や野菜の

値上がりが痛感された季節でした。

編集後記を書いている今（ 8月中

旬）、「冷夏で平成大凶作の恐れ」と

の新聞記事が目にとまっています。

6月以来の長雨による日照不足と低

温のパターンを150余年前の“天保の

大飢飽”に酷似していると警告する

学者もでているそうです。農業技術

が発達した現代で飢餓は起こらない

でしょうが、収穫を控えた稲作等へ

の影響が懸念されます。

低t昆や長雨等自然変象の発生その

ものは避けられなくとも、それによ

ってもたらさせる被害を最小限に抑

えるようにと、日夜各方面で防災技

術・防災対策等の研究が行われてい

ます。本誌編集においても、防災活

動の啓蒙に今後ともお役に立つよう

にと心掛けていく所存です。（高橋）
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鹿児島県地方では 5月下旬から栂雨前線が停滞。断続的

に大雨が降り続き、梅雨入り後の総雨量は平年の 2倍以上

になるなど、西日本各地に梅雨前線の影響で豪雨被害が続

出。各所で土砂・崖崩れ、河川の氾濫が相次いだ。また、

8月6日の鹿児島豪雨の後、台風7号が追い打ちをかけ、

被害はさらにf広大した（ 8月7日、気象庁は、 7月31日～ 8

月7日にかけ鹿児島県内に大きな被害をもたらした集中豪

雨について「平成 5年 8月豪雨」と命名した）。

匡豆亘
・平成 5年 7月2目、広島県呉市て＼斜面が崩れ民家を直

撃。 2名生き埋め。

・平成 5年 7月6日～ 7日 鹿児島県で山 ・崖崩れが相次

ぐ。 岡県山川町の民家裏山が崩れ全壊。 4名生き埋め、 2

名死亡。

・平成 5年 7月27日～28日 九州・四国・近畿地方で豪雨。

大介県耶馬渓町の民家裏山が崩れ 3名死亡。山口県上関町

でも民家裏山が崩れ 4棟全半壊、 ｜名死亡、 2名負傷。

・平成 5 年 7 月 31 日～8 月！日九~·M 中・南部で豪雨。 鹿児

島県隼人町で土砂崩れが住宅を押し潰し、 6名生き埋め、

5名死t。 8月2日現在、死者25名、行方不明 5名、負傷

者35名。

・平成5年 8月6目、鹿児島県地方で記録的な集中豪雨。

鹿児島市内を中心に各地で崖崩れや河川氾濫被害が相次ぎ

都市機能はマヒ状態。同日午後 7時過ぎに岡市吉野町の J

R日豊線竜ヶ水駅を土石流が襲い、列車が埋没（写真）。錦

江湾沿いの国道｜日号線も20数か所で崖崩れが発生し車両約

I ,000台が立ち往生。そこを 2度目の土石流が襲い、数十名

が海に投げ出されたほか、列車乗客や付近住民が現場に孤

立。約1,900名は巡視船やフェリーにより救助。翌 7日午前

日時ごろには、 JR竜ヶ水駅近くの花倉病院と民家10数棟

が土砂崩れでも埋まり、入院患者や避難住民14名以上死亡す

るなど被害はさらに拡大。 8日までの被害合計は、死者45

名、行方不明 4名、負傷者24名。

・平成 5年 8月9～10日、台風7号が襲来。鹿児島、宮崎

県で土砂崩れが多発。鹿児島県垂水市で、崖崩れで5棟全

半壊。 5名行方不明となったほか、被害は 13県に及んだ。



アメリカ中西部で
最悪の大洪水

ー急成長の経済特区・
深±Jllの倉庫街で
連続爆発

1993年8月5日午後｜時25分（日本時間同

2時25分）、中国広東省の深刻｜｜経済特別区北部

の、「倉庫区」と呼ばれる一角で、化学薬品倉

庫が原因不明の大爆発を起こした。さらに、

隣接のガスタンクに引火して、より大きな爆

発が起こり、消火・救助作業にあたっていた

消防、警察、医療関係者に多数の死傷者が生

じた。午後 5時半までの問に、 10棟あった倉

庫のうち 8棟が次々に爆発。激しい火災は翌

6日朝 6時にようや く鎮火した。

8月10日付の現地紙「香港聯合報jは、爆

発した倉庫は軍関係の企業のもので、軍事物

資の発火による爆発と、ほぽ断定されたと報

じfこ。

深！Ill市当局の発表によると、爆発による死

者は13名、負傷者130名（うち重傷者27名）。

1993年春以来、米国中西部には前線が

停滞し、記録的な長雨が続き、特に 6月、

7月は、平年の月平均の 4～5倍の降水

量となった。その結果、ミシシッピ川と

その支流のミズーリ川の水位が異常に高

くなり、各地で堤防が決壊し、決壊しな

いところでも水が堤防を越えて流出し

て、両河川流域の農地や町や村を大洪水

が襲った。

洪水は川の流れに沿って次第に南へ広

がり、 7月、 ミシシッヒ。川支流のテ・モイ

ン川とラクーン川の合流するアイオワ州

デモインて・堤防が決壊。上水道に汚水が

流入してデモイン市への給水がスト ッ

プ。 7月末には、ミシシッピ川とミズー

リ川の合流点に近いミズーリ州セントル

イス市の堤防が決壊し、濁流が市内に流

入。市民の聞に、市全体が水没する不安

が広がったが、 8月初め、ミシシ ッピ川

の水位が急速に低下して、洪水は終わっ

た。この洪水による被害は、死者45名、

浸水家屋約20,000戸、被災者約50,000名。

また、「コーンベルトjと呼ばれる穀倉地

帯の農地46,OOOkm' （日本の国土面積の

1/8）が水没した。被害総額は、 トウモロ

コシ、大豆といった農作物被害を中心に

約120億ドル（ I兆2,600億円）という今

世紀最大の金額となった。
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防災図書

意外に知らない地震の知機

世界の重大産業災害

リンゴの涙一平成 3年の台風19号の児童の記録

晴れときどき注意

火山災害と防災

検証’91台風19号一風の傷跡ー

地域の安全を見つめる一地域5Jlj 「気象災害の特徴」

地震／どうする？一災害心理学が教えるサJTイノてル（安倍北夫著）

とつぜん起こる大地震： あなたの地震対策は？

地震の迷路を抜けた人達一防災体験に学ぶ一

昭和災害史

暮らしの防災ハンドブック

工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

地震列島にしひがし（尾池和夫著）

災害絵図集ー絵でみる災害の歴史ー

労働安全衛生の基礎知識ー労災 リス クを考えるー

電気設備の防災

倉庫の火災リスクを考える

大地震に備える一行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

理想のビル防災 ビJレの防火管理を考えるー

人命安全ービルや地下街の防災ー

コンビュータの防災指針

映画 ピ＝ビデオ、フ＝ 16mmフィルム

地震／その時のために一家庭でできる地震対策〔28介〕（ビ）

うっかり町は大騒ぎー住宅防火診断のすすめー〔20介〕（ビ）

検証’91台風19号（風の傷跡）〔3日分〕（ビ）

日本で過ごすあなたの安全英語版〔15分〕（ピ）

交通事故と問われる責任〔20介〕（ビ）

うっかり家の人司ー往宅防火診断のすすめー〔20介〕（ビ）

火山災害を知る〔25介〕（ビ、フ）

火災と事故の昭和史〔3日分〕（ビ）

高齢化社会と介護一安心への知恵と備えー〔30分〕（ビ）

昭和の自然災害と防災〔30王子〕（ピ）

「応急手当の知識J 〔26分〕（ビ、フ）

火災ーその時あなたはー〔20分〕（ピ、 フ）

稲むらの火〔16分〕（ピ、フ）

絵図にみるー災害の歴史ー〔21分〕（ピ）

老人福祉施設の防災〔18分〕（ピ）

羽ばたけピータン〔16介〕（ピ、フ）

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさぐる）

〔21介〕（ピ、フ）

森と子どもの歌〔15介〕（ピ、フ）

あなたと防災一身近な危険を考えるー 〔21介〕（ピ、フ）

おっと危いマイホーム〔23介〕（ビ、フ）

工場防火を考える〔25分〕（ピ、フ）

たとえ小さな火でも（火災を科学する）〔26分〕（ビ、フ）

火事のあくる日〔2日分〕（ビ）

火災を断つ〔19分〕（フ）

大地震、マグニチュード 7の証言〔19介〕（ビ、フ）

炎の軌跡ー酒田大火の記録ー 〔45介〕（ピ）

わんわん火事だわん〔18介〕（ピ、フ）

ある防火管理者の悩み〔34分〕（ビ、フ）

友情は燃えて〔35介〕（フ）

火事と子馬〔22分〕（ピ、フ）

火災のあとに残るもの〔28分〕（ピ、フ）

ザ ・ファイヤー・ Gメン〔21介〕（フ）

煙の恐ろしさ〔28介〕（ビ、フ）

パニックをさ けるためにーあるビル火災に学ぶ ものー

動物村の消防士〔18介〕（フ）

損害保険のA B C 〔15介〕（フ）

〔21分〕（フ）

映画は、防災講演会 ・座談会のおり、ぜひご利用 ください。当協会ならびに当協会各支部〔北海道＝ ( 0 I I ) 23 I -38 I 5、

東北＝ (022)221-6466、新潟＝ (025) 223-0039、横浜＝ (045)681-1966、静岡＝ (054) 252-1843、金沢＝ (0762) 21ーl149、

名古屋＝ (052)971-1201、京都＝ (075) 221 -2670、大阪＝ (06)202-8761、神戸＝(078) 341 -2771、中国＝ (082)247-4529、

四国＝ (0878) 51 -3344、九州＝ (092) 771 -9766、沖縄＝ (098) 862 -8363〕にて、無料貨し出ししております。

社団
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防災ビデオ

地震／その時のために
家庭でできる地震対策 ｜ 

［本ビデオの概要］

(l｝あなたの家の防災は？

(2）地震の被害とその教訓｜／東京大学地震研究所1

(3）地震はどうして起きる川溝上教授を訪れて ／ 

(4）明子さんの防災チェ ック

(5）エピローグ

［ なお町オは………一ることとして］
おりますが、図書館 ・学校等で寄贈希望がございましたら、利用目的を記 目

載の上、お申し込みください。無料貸し出しはすでーに行っております。 』

合年の防火ポスターで蕊
モテルは奥山佳恵さん。

清防庁＇／！忠日本損害保険也会

日本損害保険協会の防災事藁

火災予防のために

・消防自動車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防災シンポジウムの開催

・防災講演会の開催

・防火標語の募集

・防災図書の発行

・防災映画の制作 ・貸出

・消防債の引き受け

交通安全のために

・救急車の寄贈

・交通安全機様の寄贈

・交通遺児育英会への緩助

・交通安全農の開催

・交通債の引き受け

設 日本損害保険協会
〒101点京都千代ll:I区神田淡路町2-9
・;u:i古03(3255) 1 2 1 1 （大代表）

朝日火災 第一火災 日産火災

アリアンY 大東京火災 日新火災

オールステート 大同火災 日本火災

共栄火災 千代田火災 日本地震

興亜火災 東亜火災 富士火災

ジェイアイ 東京海上 三井海上

住友海上 東洋火災 安田火災

大成火災 同和火災

太陽火災 自動火災 （社員会社・SO輔 ｝
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